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規 則

　

  横 浜 市 の 保 有 す る 情 報 の 公 開 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

横 浜 市 規 則 第 号

　 　 　 横 浜 市 の 保 有 す る 情 報 の 公 開 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一

　 　 　 部 を 改 正 す る 規 則

  横 浜 市 の 保 有 す る 情 報 の 公 開 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 年 ６

月 横 浜 市 規 則 第 117 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 ４ 条 第 １ 項 第 ４ 号 中 「 （ 条 例 別 表 の １ の 表 備 考 ３ の 電 子 情 報 処

理 組 織 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 及 び 「 特 定 電 子 メ ー ル の 送 信 の 適 正

化 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 ２ 条 第 ３ 号 の 」 を 削 り

、 同 号 を 同 項 第 ５ 号 と し 、 同 項 第 ３ 号 を 同 項 第 ４ 号 と し 、 同 項 第 ２

号 中 「 次 号 及 び 第 ４ 号 」 を 「 前 号 、 次 号 及 び 第 ５ 号 」 に 改 め 、 同 号

を 同 項 第 ３ 号 と し 、 同 項 第 １ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。

    指 定 情 報 処 理 シ ス テ ム を 使 用 し て 行 う 視 聴 又 は 閲 覧 の 方 法 に

    よ る 行 政 文 書 の 開 示 の 実 施 を 求 め る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 旨 及

    び 電 子 メ ー ル ア ド レ ス （ 特 定 電 子 メ ー ル の 送 信 の 適 正 化 等 に 関

    す る 法 律 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 ２ 条 第 ３ 号 の 電 子 メ ー ル ア

    ド レ ス を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

  第 ５ 条 第 １ 項 第 ５ 号 中 「 前 条 第 １ 項 第 ４ 号 」 を 「 前 条 第 １ 項 第 ５

号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 ６ 号 と し 、 同 項 第 ４ 号 中 「 前 条 第 １ 項 第

３ 号 」 を 「 前 条 第 １ 項 第 ４ 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 ５ 号 と し 、 同

項 第 ３ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。

    前 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 方 法 に よ る 行 政 文 書 の 開 示 を 実 施 す る 場

    合 に お け る 視 聴 又 は 閲 覧 の 期 間 そ の 他 当 該 開 示 の 実 施 に 必 要 な

    事 項

  第 条 第 ３ 号 イ 中 「 デ ィ ス プ レ イ （ 」 の 次 に 「 第 ４ 条 第 １ 項 第 ２

号 の 方 法 以 外 の 方 法 に よ る 場 合 に あ っ て は 、 」 を 加 え 、 同 号 カ 中 「

第 ４ 条 第 １ 項 第 ４ 号 」 を 「 第 ４ 条 第 １ 項 第 ５ 号 」 に 改 め る 。

  第 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

  （ 写 し の 作 成 及 び 送 付 に 要 す る 手 数 料 の 納 付 方 法 ）

第 条   条 例 第 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 規 定 す る 手 数 料 は 、 写 し の

  交 付 を 受 け る と き ま で に 、 納 付 書 に よ り 納 付 し 、 若 し く は 地 方 自

  治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 243 条 の ２ 第 ２ 項 （ 地 方 公 営 企 業

  法 （ 昭 和 年 法 律 第 292 号 ） 第 条 の ２ に お い て 準 用 す る 場 合 を

  含 む 。 ） に 規 定 す る 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 に 納 付 し 、 又 は 地 方 自 治

15

45

12

14 26

(２)

14 26

(４)

10

14

14 18

22 67

27 33
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  法 第 231 条 の ２ の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 納 付 受 託 者 に 納 付 を 委

  託 し な け れ ば な ら な い 。

  第 条 の 見 出 し 中 「 告 示 」 を 「 公 表 」 に 改 め 、 同 条 中 「 、 毎 年 １

回 」 、 「 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 」 及 び 「 （ 昭 和 年 法 律 第 292 号

） 」 を 削 り 、 「 告 示 す る 」 を 「 公 表 す る 」 に 改 め る 。

  第 条 の 見 出 し 中 「 告 示 」 を 「 公 表 」 に 改 め 、 同 条 中 「 、 毎 年 １

回 」 を 削 り 、 「 告 示 す る 」 を 「 公 表 す る 」 に 改 め る 。

  第 １ 号 様 式 中

「

閲覧 写しの交付 視聴 ※いずれか１つを選択してください。

【閲覧又は視聴の場合の希望日】＜             ＞

【写しの交付の場合の実施方法】

□ 窓口【希望日】＜                ＞ □ 郵送

□ 電子情報処理組織

【電子メールアドレス】＜                  ＞

【写しの交付の場合の希望する媒体】

□ 紙媒体（□ カラーページがある場合は、カラー印刷を希望）

□ 電磁的記録

※希望日は複数記入できます。（例：○月△日～○月×日、○月の△曜日など）

※希望する方法に対応できない場合があります。この場合及び開示請求時に特段の

希望がない場合、開示決定の際に対応可能な実施方法を通知しますので、希望する

実施方法等について書面を提出してください。

                                              」

を

「

１ 横浜市情報公開システムを利用する。

 ※写しの交付をご希望の場合は、閲覧後に選択できます。

 【電子メールアドレス】＜                 ＞

 ※事務手続に必要な情報を送付します。

 

２ 横浜市情報公開システムを利用しない。

   視聴又は閲覧【希望日】＜              ＞

   写しの交付

 □ 窓口【希望日】＜            ＞ □ 郵送

 □ 電子メール【電子メールアドレス】＜          ＞

 【窓口又は郵送の場合に希望する媒体】

 □ 紙媒体（□ カラーページがある場合は、カラー印刷を希

  望）

 □ 電磁的記録

16

22 67 27

17

(１) (２) (３)

(１)

(２)
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  ※行政文書の写しの交付部数は、当該開示請求に係る行政文書１件につき１部と

   なります。

  ※【希望日】は複数記入できます。（例：○月△日～○月×日、○月の△曜日など）

  ※希望する方法に対応できない場合があります。この場合及び開示請求時に特段

   の希望がない場合、開示決定の際に対応可能な実施方法を通知しますので、希

   望する実施方法等について書面を提出してください。

                                              」

に 改 め る 。

  第 ２ 号 様 式 中

「

２   開 示 の 日 時 及 び

  場 所

日  時   年   月   日  午 前 ・ 午 後   時   分

場  所                          

３   開 示 の 実 施 方 法  

４   担     当     課
                    電 話    （  ）    

５   備           考
 

                                                          」

を

「

２   開 示 の 日 時 ・ 期 間

  及 び 場 所

日 時 ・ 期 間  

場  所                      

３   開 示 の 実 施 方 法

  及 び 手 数 料

 

４   そ の 他 選 択 可 能

  な 開 示 の 実 施 方 法

  及 び 手 数 料

 

５   担     当     課
                  電 話    （  ）    

６   備           考
 

                                                          」

に 改 め 、 備 考 と し て 次 の よ う に 加 え る 。

  （ 備 考 ）

      様 式 の 下 欄 に は 、 教 示 に つ い て 記 載 す る こ と が で き る 。

  第 ３ 号 様 式 中

「

7
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２   開 示 の 日 時 及 び

  場 所

日  時   年   月   日  午 前 ・ 午 後   時   分

場  所  

３   開 示 の 実 施 方 法  

４   不 開 示 と す る 部

  分 の 概 要

 

５   不 開 示 と す る 根

  拠 規 定
横浜市の保有する情報の公開に関する条例第７条第２項第 号

６   根 拠 規 定 を 適 用

  す る 理 由

 

７   担     当     課
                    電 話    （  ）    

８   備           考
 

                                                          」

を

「

２   不 開 示 と す る 部

  分 の 概 要

 

３   不 開 示 と す る 根

  拠 規 定
横浜市の保有する情報の公開に関する条例第７条第２項第 号

４   根 拠 規 定 を 適 用

  す る 理 由

 

５   開 示 の 日 時・期 間

  及 び 場 所

日 時 ・ 期 間  

場  所                    

６   開 示 の 実 施 方 法

  及 び 手 数 料

 

７   そ の 他 選 択 可 能

  な 開 示 の 実 施 方 法

  及 び 手 数 料

 

８   担     当     課
                  電 話    （  ）    

９   備           考
 

                                                          」

に 改 め る 。

      附   則

8
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  （ 施 行 期 日 ）

１   こ の 規 則 は 、 令 和 ８ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

  （ 経 過 措 置 ）

２   こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 の 保 有

  す る 情 報 の 公 開 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に よ り 作 成 さ れ て い

  る 様 式 書 類 は 、 な お 当 分 の 間 、 適 宜 修 正 の 上 使 用 す る こ と が で き

  る 。

 

9
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告 示

　

横 浜 市 告 示 第 129 号 （ 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 掲 示 済 ）

　 　 　 一 般 廃 棄 物 処 理 実 施 計 画

  廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 年 法 律 第 137 号 ） 第

６ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 一 般 廃 棄 物 処 理 実 施 計 画 を 別 冊 の と お

り 定 め た の で 、 横 浜 市 廃 棄 物 等 の 減 量 化 、 資 源 化 及 び 適 正 処 理 等 に

関 す る 条 例 （ 平 成 ４ 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） 第 条 第 ２ 項 の 規 定

に 基 づ き 、 告 示 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

45

44 40
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横 浜 市 告 示 第 146 号

　 　 　 横 浜 市 市 税 条 例 に 基 づ く 控 除 対 象 寄 附 金 の 告 示 内 容 の 変

　 　 　 更

  横 浜 市 市 税 条 例 （ 昭 和 年 ８ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） 第 条 の ４ の

３ の 規 定 に よ る 控 除 対 象 寄 附 金 に つ い て 、 そ の 告 示 し た 内 容 に 次 の

と お り 変 更 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１  横 浜 市 市 税 条 例 に 基 づ く 控 除 対 象 寄 附 金 の 指 定 （ 平 成 年 ２ 月

  横 浜 市 告 示 第 号 ） に よ り 告 示 し た 内 容 の 変 更

変 更 年 月

日

法 人 又 は 団 体

の 名 称

主 た る 事 務 所

又 は 事 業 所 の

所 在 地

寄 附 金 税 額 控 除 の

対 象 と な る 日 又 は

期 間

令 和 ２ 年

月 日

社 会 福 祉 法 人

幸 会

保 土 ケ 谷 区

西 谷 二 丁 目 ２

番 号

平 成 年 １ 月 １ 日

保 土 ケ 谷 区

西 谷 町 688 番

地 の １

令 和 ７ 年

月 日

特 定 非 営 利 活

動 法 人 国 際 連

合 世 界 食 糧 計

画 Ｗ Ｆ Ｐ 協 会

西 区 北 幸 二

丁 目 ８ 番 ４ 号

平 成 年 １ 月 １ 日

か ら 令 和 年 ８ 月

日 ま で西 区 み な と

み ら い 一 丁 目

１ 番 １ 号

２  横 浜 市 市 税 条 例 に 基 づ く 控 除 対 象 寄 附 金 の 指 定 （ 平 成 年 １ 月

  横 浜 市 告 示 第 号 ） に よ り 告 示 し た 内 容 の 変 更

変 更 年 月

日

法 人 又 は 団 体

の 名 称

主 た る 事 務 所

又 は 事 業 所 の

所 在 地

寄 附 金 税 額 控 除 の

対 象 と な る 日 又 は

期 間

令 和 ６ 年

１ 月 １ 日

社 会 福 祉 法 人

聖 隷 福 祉 事 業

団

浜 松 市 中 央

区 元 城 町 218

番 地 の

平 成 年 １ 月 １ 日

浜 松 市 中 区

元 城 町 218 番

地 の

３  横 浜 市 市 税 条 例 に 基 づ く 控 除 対 象 寄 附 金 の 指 定 （ 平 成 年 １ 月

  横 浜 市 告 示 第 号 ） に よ り 告 示 し た 内 容 の 変 更

25 34 29

15

21

43

10 19

(新)

12

20

(旧)

10 14

(新) 20

11

31(旧)

22

12

(新)

26

21

(旧)

26

28

36
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変 更 年 月

日

法 人 又 は 団 体

の 名 称

主 た る 事 務 所

又 は 事 業 所 の

所 在 地

寄 附 金 税 額 控 除 の

対 象 と な る 日 又 は

期 間

令 和 ７ 年

５ 月 日

認 定 Ｎ Ｐ Ｏ 法

人 若 葉 台

旭 区 若 葉 台

四 丁 目 番 １

号

平 成 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ８ 年 ２ 月

日 ま で

旭 区 若 葉 台

二 丁 目 ９ 番 80

4 号

４  横 浜 市 市 税 条 例 に 基 づ く 控 除 対 象 寄 附 金 の 指 定 （ 令 和 ３ 年 ２ 月

  横 浜 市 告 示 第 号 ） に よ り 告 示 し た 内 容 の 変 更

変 更 年 月

日

法 人 又 は 団 体

の 名 称

主 た る 事 務 所

又 は 事 業 所 の

所 在 地

寄 附 金 税 額 控 除 の

対 象 と な る 日 又 は

期 間

令 和 ８ 年

２ 月 日

特 定 非 営 利 活

動 法 人 横 浜 こ

ど も ホ ス ピ ス

プ ロ ジ ェ ク ト

金 沢 区 六 浦 東

一 丁 目 番 ５

号

令 和 ２ 年 月 ９

日 か ら 令 和 年

月 ８ 日 ま で

令 和 ２ 年 月 ９

日 か ら 令 和 ７ 年

月 ８ 日 ま で

５  横 浜 市 市 税 条 例 に 基 づ く 控 除 対 象 寄 附 金 の 指 定 （ 令 和 ３ 年 ２ 月

  横 浜 市 告 示 第 号 ） に よ り 告 示 し た 内 容 の 変 更

変 更 年 月

日

法 人 又 は 団 体

の 名 称

主 た る 事 務 所

又 は 事 業 所 の

所 在 地

寄 附 金 税 額 控 除 の

対 象 と な る 日 又 は

期 間

令 和 ７ 年

４ 月 １ 日

公 益 財 団 法 人

横 浜 市 シ ル バ

ー 人 材 セ ン タ

ー

中 区 万 代 町

２ 丁 目 ４ 番 地

の ７

令 和 ２ 年 １ 月 １ 日

港 南 区 上 大

岡 西 一 丁 目 ６

番 １ 号

６  横 浜 市 市 税 条 例 に 基 づ く 控 除 対 象 寄 附 金 の 指 定 （ 令 和 ４ 年 ４ 月

  横 浜 市 告 示 第 193 号 ） に よ り 告 示 し た 内 容 の 変 更

変 更 年 月

日

法 人 又 は 団 体

の 名 称

主 た る 事 務 所

又 は 事 業 所 の

所 在 地

寄 附 金 税 額 控 除 の

対 象 と な る 日 又 は

期 間

令 和 ８ 年

２ 月 １ 日

公 益 財 団 法 人

神 奈 川 芸 術 文

中 区 山 下 町

番 地

令 和 ４ 年 １ 月 １ 日

17

(新)

34

27

28

(旧)

61

27 49

(新) 12

12 12

(旧) 12

12

83

(新)

(旧)

(新)

32
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化 財 団 中 区 山 下 町

３ 番 地 の １

(旧)
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横 浜 市 告 示 第 147 号

　 　 　 市 政 刊 行 物 ・ グ ッ ズ 販 売 コ ー ナ ー に お け る 刊 行 物 等 の 売

　 　 　 上 代 金 の 収 納 事 務 の 委 託

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 、 市 政 刊 行 物 ・ グ ッ ズ 販 売 コ ー ナ ー に お け る 刊 行 物 等 の 売 上 代

金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 名 称

    公 益 財 団 法 人   横 浜 市 知 的 障 害 者 育 成 会

２   指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 住 所 又 は 事 務 所 の 所 在 地

    神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９ 番 地 の ５

３   委 託 し た 収 納 事 務 に 係 る 歳 入

    市 政 刊 行 物 ・ グ ッ ズ 販 売 コ ー ナ ー に お け る 刊 行 物 等 の 売 上 代 金

４   地 方 自 治 法 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し た 日

    令 和 ８ 年 ３ 月 日

５   収 納 事 務 の 委 託 を し た 日

    令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

22 67

15

16
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横 浜 市 告 示 第 148 号

　 　 　 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 及 び 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 設 置

　 　 　 認 可 ・ 確 認

  就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関

す る 法 律 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ６ 項 の 規 定 に よ り 、 幼 保

連 携 型 認 定 こ ど も 園 及 び 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を し

た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

設 置 認 可 ・ 確 認 年

月 日

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

施 設 種 別 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園

施 設 名 称 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 か お り 幼 稚 園

設 置 者 学 校 法 人 ま る や ま 学 園

所 在 地 磯 子 区 洋 光 台 四 丁 目 番 ３ 号

18 77 17

15

12

15
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横 浜 市 告 示 第 149 号

　 　 　 児 童 福 祉 施 設 及 び 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 設 置 認 可 ・ 確 認

  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 年 法 律 第 164 号 ） 第 条 第 ４ 項 及 び 子 ど も ・

子 育 て 支 援 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、

児 童 福 祉 施 設 及 び 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

設 置 認 可 ・ 確 認

年 月 日

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

施 設 種 別 保 育 所

施 設 名 に じ い ろ 保 育 園 吉 田 町

設 置 者 ラ イ ク キ ッ ズ 株 式 会 社

所 在 地 戸 塚 区 吉 田 町 1,482 番 地 の １

22 35

24 65 31

15

16

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 告 示 第 150 号

　 　 　 児 童 福 祉 施 設 の 廃 止 及 び 確 認 辞 退

  児 童 福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和 年 厚 生 省 令 第 号 ） 第 条 第 ３ 項 及

び 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 の 規 定 に よ

り 、 児 童 福 祉 施 設 を 廃 止 の 承 認 し 、 確 認 の 辞 退 を 受 理 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

廃 止 年 月 日 令 和 ８ 年 ３ 月 日

確 認 辞 退 年 月 日 令 和 ８ 年 ３ 月 日

施 設 種 別 保 育 所

施 設 名 称 ま な び の 森   鴨 居 北 こ ど も 園

設 置 者 株 式 会 社 こ ど も の 森

所 在 地 都 筑 区 池 辺 町 3,851 番 地

23 11 38

24 65 36

15

31

31

17

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 告 示 第 151 号

　 　 　 児 童 福 祉 施 設 及 び 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 設 置 認 可 ・ 確 認

  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 年 法 律 第 164 号 ） 第 条 第 ４ 項 及 び 子 ど も ・

子 育 て 支 援 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、

児 童 福 祉 施 設 及 び 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

設 置 認 可 ・ 確 認

年 月 日

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

施 設 種 別 保 育 所

施 設 名 称 ま な び の 森   鴨 居 北 こ ど も 園

設 置 者 株 式 会 社 こ ど も の 森

所 在 地 都 筑 区 池 辺 町 3,834 番 地 の ２

22 35

24 65 31

15

18

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 告 示 第 152 号

　 　 　 児 童 福 祉 施 設 及 び 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 設 置 認 可 ・ 確 認

  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 年 法 律 第 164 号 ） 第 条 第 ４ 項 及 び 子 ど も ・

子 育 て 支 援 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、

児 童 福 祉 施 設 及 び 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

設 置 認 可 ・ 確 認

年 月 日

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

施 設 種 別 保 育 所

施 設 名 称 あ ゆ み 保 育 園 ゆ め が 丘

設 置 者 社 会 福 祉 法 人 恵 泉 会

所 在 地 泉 区 ゆ め が 丘 番 地

22 35

24 65 31

15

32

19

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 告 示 第 153 号

　 　 　 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・

　 　 　 確 認

  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 年 法 律 第 164 号 ） 第 条 の 第 ２ 項 及 び 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を

し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

設 置 認 可 ・ 確 認

年 月 日

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

施 設 種 別 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型

施 設 名 称 小 机 か な で 保 育 園

設 置 者 株 式 会 社 セ ン タ ー

所 在 地 港 北 区 鳥 山 町 1,018 番 地

22 34 15

24 65 43

15

20

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 告 示 第 154 号

　 　 　 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・

　 　 　 確 認

  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 年 法 律 第 164 号 ） 第 条 の 第 ２ 項 及 び 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を

し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

設 置 認 可 ・ 確 認

年 月 日

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

施 設 種 別 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型

施 設 名 称 小 規 模 保 育 事 業   の ぞ み せ や 保 育 園

設 置 者 社 会 福 祉 法 人 公 正 会

所 在 地 瀬 谷 区 瀬 谷 五 丁 目 番 地 の ５

22 34 15

24 65 43

15

15

21

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 告 示 第 155 号

　 　 　 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・

　 　 　 確 認

  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 年 法 律 第 164 号 ） 第 条 の 第 ２ 項 及 び 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を

し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

設 置 認 可 ・ 確 認

年 月 日

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

施 設 種 別 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型

施 設 名 称 わ い わ い Ｋ ｉ ｄ ｓ 青 葉 台

設 置 者 特 定 非 営 利 活 動 法 人 わ い わ い Ｋ ｉ ｄ ｓ

所 在 地 青 葉 区 青 葉 台 二 丁 目 番 地 の ３

22 34 15

24 65 43

15

18

22

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 告 示 第 156 号

　 　 　 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・

　 　 　 確 認

  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 年 法 律 第 164 号 ） 第 条 の 第 ２ 項 及 び 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を

し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

設 置 認 可 ・ 確 認

年 月 日

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

施 設 種 別 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型

施 設 名 称 ア ッ プ ル ミ ン ト と つ か シ ー ズ 保 育 園

設 置 者 合 同 会 社 グ ロ ー ア ッ プ

所 在 地 戸 塚 区 矢 部 町 271 番 地 の 1

22 34 15

24 65 43

15

23

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 告 示 第 157 号

　 　 　 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 廃 止 ・ 確 認

　 　 　 辞 退

  児 童 福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和 年 厚 生 省 令 第 号 ） 第 条 の 第 ２

項 及 び 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 の 規 定

に よ り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 廃 止 を 承 認 し

、 確 認 の 辞 退 を 受 理 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

廃 止 年 月 日 令 和 ８ 年 ３ 月 日

確 認 辞 退 年 月 日 令 和 ８ 年 ３ 月 日

施 設 種 別 家 庭 的 保 育 事 業

施 設 名 称 た し ろ 保 育 室

設 置 者 田   代   悦   子

所 在 地 保 土 ケ 谷 区 月 見 台 ６ 番 ３ 号

23 11 36 37

24 65 48

15

31

31

24

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 告 示 第 158 号

　 　 　 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・

　 　 　 確 認

  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 年 法 律 第 164 号 ） 第 条 の 第 ２ 項 及 び 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を

し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

設 置 認 可 ・ 確 認 年 月

日

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

施 設 種 別 家 庭 的 保 育 事 業

施 設 名 称 た し ろ 保 育 室

設 置 者 田   代   順   子

所 在 地 保 土 ケ 谷 区 月 見 台 ６ 番 ３ 号

22 34 15

24 65 43

15

25

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 告 示 第 159 号

　 　 　 児 童 福 祉 施 設 及 び 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 設 置 認 可 ・ 確 認

  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 年 法 律 第 164 号 ） 第 条 第 ４ 項 及 び 子 ど も ・

子 育 て 支 援 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、

児 童 福 祉 施 設 及 び 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

設 置 認 可 ・ 確 認

年 月 日

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

施 設 種 別 保 育 所

施 設 名 称 ぶ れ す と 大 船 ほ い く え ん

設 置 者 株 式 会 社 ブ レ ス ト イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル

所 在 地 栄 区 笠 間 三 丁 目 番 7 号

22 35

24 65 31

15

21

26

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 告 示 第 160 号

　 　 　 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・

　 　 　 確 認

  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 年 法 律 第 164 号 ） 第 条 の 第 ２ 項 及 び 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を

し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

設 置 認 可 ・ 確 認 年 月

日

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

施 設 種 別 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型

施 設 名 称 川 和 町 ぶ る ー べ る 保 育 園

設 置 者 株 式 会 社 セ ン タ ー

所 在 地 都 筑 区 川 和 町 1,250 番 地 の ３

22 34 15

24 65 43

15

27

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 告 示 第 161 号

　 　 　 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 廃 止 ・ 確 認

　 　 　 辞 退

  児 童 福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和 年 厚 生 省 令 第 号 ） 第 条 の 第 ２

項 及 び 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 の 規 定

に よ り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 廃 止 を 承 認 し

、 確 認 の 辞 退 を 受 理 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

廃 止 年 月 日 令 和 ８ 年 ３ 月 日

確 認 辞 退 年 月 日 令 和 ８ 年 ３ 月 日

施 設 種 別 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型

施 設 名 称 グ ロ ー バ ル キ ッ ズ 綱 島 Ｓ Ｓ Ｔ 保 育 園

設 置 者 株 式 会 社 グ ロ ー バ ル キ ッ ズ

所 在 地 港 北 区 綱 島 東 四 丁 目 ３ 番 号

23 11 36 37

24 65 48

15

31

31

42

28

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 告 示 第 162 号

　 　 　 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・

　 　 　 確 認

  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 年 法 律 第 164 号 ） 第 条 の 第 ２ 項 及 び 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を

し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

設 置 認 可 ・ 確 認

年 月 日

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

施 設 種 別 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型

施 設 名 称 す く す く の 杜 綱 島 Ｓ Ｓ Ｔ 保 育 園

設 置 者 社 会 福 祉 す く す く ど ろ ん こ の 会

所 在 地 港 北 区 綱 島 東 四 丁 目 ３ 番 号

22 34 15

24 65 43

15

42

29

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 告 示 第 163 号

　 　 　 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・

　 　 　 確 認

  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 年 法 律 第 164 号 ） 第 条 の 第 ２ 項 及 び 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を

し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

設 置 認 可 ・ 確 認

年 月 日

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

施 設 種 別 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型

施 設 名 称 ハ ー ト フ ル キ ッ ズ 港 南 台 保 育 園

設 置 者 株 式 会 社 パ ワ ー ネ ッ ト ・ フ ィ ー ル ド

所 在 地 港 南 区 港 南 台 四 丁 目 番 ３

22 34 15

24 65 43

15

14

30

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 告 示 第 164 号

　 　 　 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・

　 　 　 確 認

  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 年 法 律 第 164 号 ） 第 条 の 第 ２ 項 及 び 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を

し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

設 置 認 可 ・ 確 認

年 月 日

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

施 設 種 別 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型

施 設 名 称 ハ ー ト フ ル キ ッ ズ 本 郷 台 保 育 園

設 置 者 株 式 会 社 パ ワ ー ネ ッ ト ・ フ ィ ー ル ド

所 在 地 栄 区 小 菅 ケ 谷 二 丁 目 ３ 番 号

22 34 15

24 65 43

15

21

31

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 告 示 第 165 号

　 　 　 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・

　 　 　 確 認

  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 年 法 律 第 164 号 ） 第 条 の 第 ２ 項 及 び 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を

し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

設 置 認 可 ・ 確 認

年 月 日

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

施 設 種 別 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型

施 設 名 称 ぱ ぷ り か 保 育 園 青 葉 台

設 置 者 エ フ ィ ラ グ ル ー プ 株 式 会 社

所 在 地 青 葉 区 青 葉 台 二 丁 目 ８ 番 地 の

22 34 15

24 65 43

15

20

32

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 告 示 第 166 号

　 　 　 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・

　 　 　 確 認

  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 年 法 律 第 164 号 ） 第 条 の 第 ２ 項 及 び 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を

し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

設 置 認 可 ・ 確 認

年 月 日

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

施 設 種 別 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型

施 設 名 称 つ く し の こ 保 育 園

設 置 者 一 般 社 団 法 人 つ く し Ｃ ｈ ｉ ｌ ｄ Ｃ ａ ｒ ｅ

所 在 地 栄 区 中 野 町 番 地 の ２

22 34 15

24 65 43

15

35

33

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 告 示 第 167 号

　 　 　 墓 地 使 用 許 可 証 書 換 等 手 数 料 及 び 墓 地 管 理 料 の 収 納 事 務

　 　 　 の 委 託

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 、 墓 地 使 用 許 可 証 書 換 等 手 数 料 及 び 墓 地 管 理 料 の 収 納 事 務 を 次

の と お り 委 託 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 名 称

    清 光 社 ・ 横 浜 植 木 共 同 事 業 体

    代 表 者   株 式 会 社 清 光 社

２   指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 住 所 又 は 事 務 所 の 所 在 地

    横 浜 市 中 区 山 下 町 1 番 地

３   委 託 し た 収 納 事 務 に 係 る 歳 入

    横 浜 市 墓 地 使 用 許 可 証 書 換 等 手 数 料

    横 浜 市 墓 地 管 理 料

４   地 方 自 治 法 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し た 日

    令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

５   収 納 事 務 の 委 託 を し た 日

    令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

22 67

15

34

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 告 示 第 168 号

　 　 　 横 浜 市 久 保 山 斎 場 墓 地 使 用 許 可 証 書 換 手 数 料 の 収 納 事 務

　 　 　 の 委 託

  地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 年 政 令 第 号 ） 第 158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 横 浜 市 久 保 山 斎 場 墓 地 使 用 許 可 証 書 換 手 数 料 の 収 納 事 務 を

次 の と お り 委 託 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

受 託 者 の 名 称 受 託 者 の 所 在

地

委 託 し た 期 間

清 光 社 ・ 宮 本 工 業 所 共

同 事 業 体

代 表 者   株 式 会 社 清 光

社  

代 表 取 締 役 社 長

  鈴   木       真

中 区 山 下 町 １

番 地

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら

令 和 ９ 年 ３ 月 日 ま で

 

 

22 16

15

31

35

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 告 示 第 169 号

　 　 　 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー の 設 置

  介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 123 号 ） 第 115 条 の 第 ３ 項 の 規 定

に よ り 、 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー が 、 次 の と お り 設 置 さ れ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

地 域 包 括 支 援 セ ン タ

ー の 設 置 者 の 名 称

地 域 包 括 支 援 セ ン タ

ー の 所 在 地

設 置 年 月 日

社 会 福 祉 法 人 若 竹 大

寿 会

鶴 見 区 東 寺 尾 六 丁 目

37 番 号

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

社 会 福 祉 法 人 若 竹 大

寿 会

神 奈 川 区 神 之 木 町 ７

番 １ 号

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

社 会 福 祉 法 人 秀 峰 会 港 南 区 野 庭 町 612 番

地

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

社 会 福 祉 法 人 秀 峰 会 青 葉 区 も え ぎ 野 ４ 番

地 の ２

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

社 会 福 祉 法 人 朋 光 会 戸 塚 区 上 矢 部 町 2,34

2 番 地

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

社 会 福 祉 法 人 中 川 徳

生 会

瀬 谷 区 二 ツ 橋 町 番

地 の ４

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

46

15

14

83

36

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 告 示 第 170 号

　 　 　 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー の 廃 止

  介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 123 号 ） 第 115 条 の 第 ３ 項 の 規 定

に よ り 設 置 し た 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー を 、 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の

届 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

地 域 包 括 支 援 セ ン タ

ー の 設 置 者 の 名 称

地 域 包 括 支 援 セ ン タ

ー の 所 在 地

廃 止 年 月 日

社 会 福 祉 法 人 横 浜 市

社 会 福 祉 協 議 会

鶴 見 区 東 寺 尾 六 丁 目

37 番 号

令 和 ８ 年 ３ 月 日

社 会 福 祉 法 人 聖 坂 学

園

神 奈 川 区 神 之 木 町 ７

番 １ 号

令 和 ８ 年 ３ 月 日

社 会 福 祉 法 人 ひ ま わ

り 福 祉 会

港 南 区 野 庭 町 612 番

地

令 和 ８ 年 ３ 月 日

社 会 福 祉 法 人 横 浜 市

社 会 福 祉 協 議 会

青 葉 区 も え ぎ 野 ４ 番

地 の ２

令 和 ８ 年 ３ 月 日

社 会 福 祉 法 人 で あ い

の 会

戸 塚 区 上 矢 部 町 2,34

2 番 地

令 和 ８ 年 ３ 月 日

社 会 福 祉 法 人 横 浜 市

社 会 福 祉 協 議 会

瀬 谷 区 二 ツ 橋 町 番

地 の ４

令 和 ８ 年 ３ 月 日

46

15

14

31

31

31

31

31

83 31

37

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 告 示 第 171 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 医 療 機 関 の 指 定

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 医 療 機 関 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   診 療 所 又 は 薬 局

指 定 年 月 日 名   称 所 在 地

令 和 ８ 年 １ 月 １ 日 み な と み ら い 学 園 歯

科 ク リ ニ ッ ク

西 区 高 島 一 丁 目 ２ 番

号

  同 渡 辺 歯 科 医 院 港 南 区 大 久 保 一 丁 目

番 号

令 和 ８ 年 ２ 月 １ 日 石 井 医 院 鶴 見 区 生 麦 五 丁 目 ８

番 号

  同 せ ん ね ん 薬 局 生 麦 店 鶴 見 区 生 麦 五 丁 目 ８

番 号

  同 ア ー チ ク リ ニ ッ ク 神 奈 川 区 新 子 安 一 丁

目 ２ 番 ４ 号

  同 南 山 堂 薬 局 み な と み

ら い 店

西 区 み な と み ら い 四

丁 目 ７ 番 １ 号

  同 か ん な い 駅 前 眼 科 ク

リ ニ ッ ク

中 区 尾 上 町 ３ 丁 目

番 地

  同 横 浜 ぴ お シ テ ィ 漢 方

桜 木 町 薬 局

中 区 桜 木 町 １ 丁 目 １

番 地

  同 ゆ ず り は 薬 局 南 区 浦 舟 町 ３ 丁 目

番 地 の ５

  同 薬 局 ・ マ ド ン ナ 南 区 大 岡 五 丁 目 １ 番

３ 号

  同 み ど り 薬 局 青 葉 区 美 し が 丘 二 丁

目 番 地 の ２

  同 か み や べ 整 形 外 科 皮

ふ 科

戸 塚 区 上 矢 部 町 1,67

5 番 地 の １

  同 医 療 法 人 社 団 聖 陵 会

お く だ デ ン タ ル ク リ

ニ ッ ク 第 二 診 療 所

戸 塚 区 川 上 町 番 地

の １

25 49

30 14

15

15

11 11

44

44

46

38

15

88

38

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



  同   東 戸 塚 内 科 ・ 呼 吸 器

内 科 ク リ ニ ッ ク

戸 塚 区 品 濃 町 549  

番 地 の １

  同 み ら い 在 宅 ク リ ニ ッ

ク 戸 塚

戸 塚 区 戸 塚 町 番 地

の ７

令 和 ８ 年 ３ 月 １ 日 み ど り レ デ ィ ー ス ク

リ ニ ッ ク

鶴 見 区 矢 向 六 丁 目

番 号

  同 Ａ Ｌ Ｂ Ａ 歯 科 ＆ 矯 正

歯 科   横 浜 Ｈ Ａ Ｍ Ａ

  Ｂ Ｏ Ｗ Ｌ

西 区 北 幸 二 丁 目 ２ 番

１ 号

  同 あ お ぞ ら ア イ ク リ ニ

ッ ク

旭 区 東 希 望 が 丘 100

  番 地 の

  同 医 療 法 人 社 団 直 真 会

大 倉 山 ア ル カ デ ィ ア

歯 科

港 北 区 大 倉 山 五 丁 目

番 号

  同 医 療 法 人 社 団 英 歯 会

さ と う 歯 科 ク リ ニ ッ

ク

青 葉 区 美 し が 丘 二 丁

目 番 地 の ４

  同 サ ン ド ラ ッ グ た ち ば

な 台 薬 局

青 葉 区 た ち ば な 台 一

丁 目 番 地 の １

２   訪 問 看 護 事 業 者

指 定 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務

所 の 所 在 地

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地

令 和 ８ 年

２ 月 １ 日

株 式 会 社 Ｌ

Ｉ Ｆ Ｅ Ｌ Ｉ

Ｂ

中 区 松 影 町

３ 丁 目 番

地 の ２

ア イ ナ ー ス 訪

問 看 護 ス テ ー

シ ョ ン 石 川 町

中 区 松 影 町 ３

丁 目 番 地 の

２

  同 株 式 会 社 ｌ

ｏ ａ ．

港 南 区 港 南

五 丁 目 １ 番

号

だ ん － 暖 － 訪

問 看 護 ス テ ー

シ ョ ン

港 南 区 港 南 五

丁 目 １ 番 号

  同 株 式 会 社 ｃ

ｏ ｎ ｔ ｅ ｘ

ｔ   ｃ ｈ ａ

ｎ ｇ ｅ

東 京 都 世 田

谷 区 成 城 ４

丁 目 ５ 番

号

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン る ー

め

旭 区 川 井 本 町

109   番 地 の

２

  同 株 式 会 社 Ｌ

Ｉ Ｆ Ｅ Ｌ Ｉ

Ｂ

中 区 松 影 町

３ 丁 目 番

地 の ２

ア イ ナ ー ス 訪

問 看 護 ス テ ー

シ ョ ン 磯 子

磯 子 区 上 町 １

番 号

  同 や す ら ぎ ケ

ア サ ー ビ ス

緑 区 い ぶ き

野 番 地 の

や す ら ぎ ケ ア

訪 問 看 護 ス テ

緑 区 い ぶ き 野

番 地 の １

16

14

16

19

25 19

17

11

11 11

24

24

17

11 28

31 31

39
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株 式 会 社 １ ー シ ョ ン

  同 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人

コ ミ ュ ニ テ

ィ ケ ア ゆ め

わ け

緑 区 長 津 田

み な み 台 六

丁 目 ５ 番 １

号

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン ゆ め

わ け

緑 区 十 日 市 場

町 1,671 番 地

  同 株 式 会 社 ウ

ェ ル ミ ナ ス

青 葉 区 美 し

が 丘 西 三 丁

目 番 地 の

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン ｍ ｉ

ｃ ｏ ｔ

青 葉 区 美 し が

丘 西 三 丁 目

番 地 の

  同 株 式 会 社 若

武 者 ケ ア

港 南 区 日 野

南 一 丁 目 ６

番 号

若 武 者 ケ ア 訪

問 看 護 リ ハ ビ

リ ス テ ー シ ョ

ン 戸 塚

戸 塚 区 戸 塚 町

4,820 番 地 の

６

令 和 ８ 年

３ 月 １ 日

合 同 会 社 一

会

東 京 都 世 田

谷 区 宇 奈 根

１ 丁 目 番

７ 号

ケ ア サ ポ ー ト

い ち え 訪 問 看

護 事 業 所

泉 区 中 田 東 一

丁 目 １ 番 号

 

 

 

64

10

64

10

17

25

25

40
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横 浜 市 告 示 第 172 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 施 術 者 の 指 定

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 施 術 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長  山   中   竹   春

指 定 年 月

日

氏   名

 

名   称

 

所 在 地

 

令 和 ８ 年

４ 月 １ 日

吉   濱   明   彦 は り ・ き ゅ う ・

マ ッ サ ー ジ み ど

り の 風 横 浜 青 葉

青 葉 区 田 奈 町 番

地 の １

  同 田   口       愛 株 式 会 社 孫 の 手

俱 楽 部 町 田 マ ッ

サ ー ジ 治 療 院

東 京 都 町 田 市 玉 川

学 園 ７ 丁 目 番 ９

号

25 55

30 14

15

15

26

41
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横 浜 市 告 示 第 173 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 変 更

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 の ２ 及 び 中 国 残 留 邦

人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特

定 配 偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条

第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が

あ っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   診 療 所 又 は 薬 局

変 更 年 月 日 名   称 所 在 地

令 和 ７ 年 ７

月 １ 日

さ つ き 薬 局 白 幡 店 神 奈 川 区 白 幡 仲 町 番

号ふ く に し 薬 局 白 幡 店

令 和 ８ 年 １

月 １ 日

フ ァ ミ ー ル 産 院 よ こ

は ま 菊 名

鶴 見 区 馬 場 七 丁 目 番

号

お お い ウ ィ メ ン ズ ク

リ ニ ッ ク

令 和 ８ 年 ２

月 １ 日

さ く ら 薬 局 横 浜 弘 明

寺 店

南 区 六 ツ 川 １ 丁 目 番 地

の ２

む つ み 薬 局 弘 明 寺 店

  同 ウ イ ン 薬 局 日 吉 ６ 丁

目 店

港 北 区 日 吉 六 丁 目 ２ 番 １

号

佐 藤 薬 局

２   訪 問 看 護 事 業 者 等

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務

所 の 所 在 地

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地

令 和 ６ 年

９ 月 １ 日

一 般 社 団 法

人 横 浜 市 栄

区 医 師 会

栄 区 公 田

町 635 番 地

の

栄 区 訪 問 看 護

ス テ ー シ ョ ン

栄 区 公 田 町

635 番 地 の

栄 区 公 田

町 635 番 地

栄 区 公 田 町

635 番 地

令 和 ８ 年

１ 月 日

医 療 法 人 福

和 会

南 区 別 所 一

丁 目 ２ 番 ５

号

Ｓ Ｔ Ｅ Ｌ Ｌ Ａ

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン

港 南 区 笹 下

二 丁 目 １ 番

号

港 南 区 港 南

五 丁 目 番

号

25 50

30 14

15

(新) 47 25

(旧)

(新) 16 14

(旧)

(新) 77

(旧)

(新)

(旧)

(新)

15

(新)

15

(旧) (旧)

15

(新)

11

(旧)

19 14

42
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令 和 ８ 年

２ 月 １ 日

医 療 法 人 社

団 Ｓ Ｕ Ｉ

神 奈 川 区

新 子 安 一 丁

目 ２ 番 ４ 号

ア ン ド 訪 問 看

護 ス テ ー シ ョ

ン

神 奈 川 区 新

子 安 一 丁 目 ２

番 ４ 号

神 奈 川 区

新 子 安 一 丁

目 番 号

神 奈 川 区 新

子 安 一 丁 目

番 号

  同 株 式 会 社 若

武 者 ケ ア

港 南 区 日 野

南 一 丁 目 ６

番 号

若 武 者 ケ ア

訪 問 看 護 リ ハ

ビ リ ス テ ー シ

ョ ン 南

南 区 南 太 田 一

丁 目 番 号

若 武 者 ケ ア

訪 問 看 護 リ ハ

ビ リ ス テ ー シ

ョ ン

 

 

(新) (新)

(旧)

33 15

(旧)

30

16

17

(新)

32 21

(旧)

43
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横 浜 市 告 示 第 174 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 廃 止

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 の ２ 及 び 中 国 残 留 邦

人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特

定 配 偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条

第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が

あ っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   診 療 所 又 は 薬 局

廃 止 年 月 日 名   称 所 在 地

令 和 ７ 年 ８ 月 日 菊 池 歯 科 医 院 泉 区 和 泉 中 央 南 一 丁

目 番 ３ 号

令 和 ７ 年 月 日 旭 区 薬 事 保 健 セ ン タ

ー あ さ が お 薬 局

旭 区 二 俣 川 １ 丁 目

番 地 の

令 和 ７ 年 月 １ 日 飯 嶋 歯 科 医 院 神 奈 川 区 三 ツ 沢 下 町

９ 番 号

令 和 ７ 年 月 日 か も め 薬 局 横 浜 調 剤

セ ン タ ー

保 土 ケ 谷 区 天 王 町 ２

丁 目 番 地 の

令 和 ７ 年 月 日 横 浜 ア ト ラ ス ク リ ニ

ッ ク

中 区 港 町 ２ 丁 目 ９ 番

地

令 和 ７ 年 月 日 フ ィ ッ ト ケ ア エ ク ス

プ レ ス 関 内 駅 前 店 薬

局

中 区 港 町 ２ 丁 目 ９ 番

地

令 和 ７ 年 月 日 な の 花 薬 局 鶴 見 店 鶴 見 区 鶴 見 中 央 三 丁

目 番

令 和 ７ 年 月 日 フ ァ ー マ シ ー フ ォ レ

ス ト 岸 谷 店

鶴 見 区 岸 谷 一 丁 目

番 ６ 号

  同 樺 島 歯 科 医 院 中 区 本 町 ４ 丁 目 番

地

  同 フ ァ ー コ ス 薬 局 カ ン

ナ イ

中 区 真 砂 町 ２ 丁 目

番 地

  同 渡 辺 歯 科 医 院 港 南 区 大 久 保 一 丁 目

番 号

  同 ハ ギ ハ ラ 歯 科 医 院 旭 区 上 白 根 町 833 番

地

  同 オ ル コ ム フ ァ ー マ シ

ー

港 北 区 綱 島 西 五 丁 目

２ 番 号

25 50

30 14

15

23

23

11 30 88

24

12

25

12 10

42 13

12 18

12 20

12 26

10

12 31 11

43

12

11 11

10

44
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  同 戸 塚 駅 前 鈴 木 眼 科 戸 塚 区 戸 塚 町 番 地

の １

令 和 ８ 年 １ 月 日 村 上 歯 科 医 院 旭 区 笹 野 台 一 丁 目

番 ９ 号

令 和 ８ 年 １ 月 日 コ コ 薬 局 青 葉 区 藤 が 丘 二 丁 目

番 地 の

令 和 ８ 年 １ 月 日 石 井 医 院 鶴 見 区 生 麦 五 丁 目 ８

番 号

  同 せ ん ね ん 薬 局 生 麦 店 鶴 見 区 生 麦 五 丁 目 ８

番 号

  同 ア ー チ ク リ ニ ッ ク 神 奈 川 区 新 子 安 一 丁

目 番 号

  同 南 山 堂 薬 局 み な と み

ら い 店

西 区 み な と み ら い 四

丁 目 ７ 番 １ 号

  同 医 療 法 人 宝 歯 会 横 浜

西 ホ ネ ス テ ィ 歯 科 医

院

西 区 南 幸 二 丁 目 番

１ 号

  同 横 浜 ぴ お シ テ ィ 漢 方

桜 木 町 薬 局

中 区 桜 木 町 １ 丁 目 １

番 地

  同 な の 花 薬 局 関 内 駅 前

店

中 区 不 老 町 １ 丁 目 ３

番 地 の ３

  同 か ん な い 駅 前 眼 科 ク

リ ニ ッ ク

中 区 真 砂 町 ３ 丁 目

番 地

  同 薬 局 ・ マ ド ン ナ 南 区 大 岡 五 丁 目 １ 番

３ 号

  同 ゆ ず り は 薬 局 南 区 白 妙 町 ３ 丁 目

番 地

  同 新 横 浜 薬 局 港 北 区 新 横 浜 二 丁 目

４ 番 地 の

  同 み ど り 薬 局 青 葉 区 美 し が 丘 二 丁

目 番 地 の ２

  同 か み や べ 整 形 外 科 皮

ふ 科

戸 塚 区 上 矢 部 町 1,67

5 番 地 の １

  同 お く だ デ ン タ ル ク リ

ニ ッ ク 第 二 診 療 所

戸 塚 区 川 上 町 番 地

の １

  同 東 戸 塚 内 科 健 診 ク リ

ニ ッ ク

戸 塚 区 品 濃 町 519 番

地 の １

16

15 28

18

31 20

31

44

44

33 15

16

38

41

17

15

88

45
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  同 東 戸 塚 内 科 ・ 呼 吸 器

内 科 ク リ ニ ッ ク

戸 塚 区 品 濃 町 549 番

地 の １

  同 若 杉 診 療 所 戸 塚 区 戸 塚 町 番 地

の ７

令 和 ８ 年 ２ 月 日 よ ぎ ク リ ニ ッ ク 神 奈 川 区 鶴 屋 町 ３ 丁

目 番 地 の １

令 和 ８ 年 ３ 月 日 ひ ば り 薬 局 東 神 奈 川

西 口 店

神 奈 川 区 西 神 奈 川 一

丁 目 ８ 番 地 の ５

令 和 ８ 年 ３ 月 日 井 上 小 児 科 医 院 青 葉 区 市 ケ 尾 町 1,16

7 番 地 の １

  同 聖 マ リ ア ク リ ニ ッ ク

セ ン タ ー 北

都 筑 区 中 川 中 央 一 丁

目 番 号

２   訪 問 看 護 事 業 者

廃 止 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務

所 の 所 在 地

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地

令 和 ８ 年

１ 月 日

一 般 社 団 法

人 愛 楽 圓  

磯 子 区 滝 頭

一 丁 目 １ 番

１ 号

ア イ ナ ー ス Ｓ

Ｓ Ｃ

中 区 松 影 町 ３

丁 目 番 地 の

２

  同 一 般 社 団 法

人 愛 楽 圓

磯 子 区 滝 頭

一 丁 目 １ 番

１ 号

ア イ ナ ー ス 磯

子

磯 子 区 上 町 １

番 号

  同 株 式 会 社 ｍ

ｉ ｃ ｏ ｔ

青 葉 区 鴨 志

田 町 563 番

地 の

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン ｍ ｉ

ｃ ｏ ｔ

青 葉 区 美 し が

丘 西 三 丁 目

番 地 の

16

11

35

10

31

29 24

31 11

28

20

64

10

46
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横 浜 市 告 示 第 175 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 施 術 者 の 変 更

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 ２ 項 及 び 中 国 残 留 邦

人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特

定 配 偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条

第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 施 術 者 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ

っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

変 更 年 月

日

氏   名 名   称 所 在 地

令 和 ８ 年

２ 月 日

大 江 田   淳   一 て ご こ ろ 鍼 灸

マ ッ サ ー ジ 治 療

院 綱 島

港 北 区 綱 島 東 二

丁 目 ３ 番 号

リ バ テ ィ ー 治

療 院

瀬 谷 区 阿 久 和 西

二 丁 目 番 地 の １

25 55

30 14

15

16

(新) (新)

11

(旧) (旧)

60
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横 浜 市 告 示 第 176 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 施 術 者 の 廃 止

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 ２ 項 及 び 中 国 残 留 邦

人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特

定 配 偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条

第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 施 術 者 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ

っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

廃 止 年 月

日

氏   名 名   称 所 在 地

令 和 ８ 年

２ 月 日

深   谷   一   衣 て ご こ ろ 鍼 灸 マ

ッ サ ー ジ 治 療 院

新 羽

港 北 区 新 羽 町 1,8

11 番 地

25 55

30 14

15

12

48
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横 浜 市 告 示 第 177 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 指 定 の 辞 退

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 の ２ 及 び 中 国 残 留 邦

人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特

定 配 偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条

第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 に 次 の と お り そ の 指 定 の 辞 退 が あ

っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

診 療 所 又 は 薬 局

辞 退 年 月 日 名   称 所 在 地

令 和 ８ 年 ３ 月 日 女 性 医 療 ク リ ニ ッ ク

Ｌ Ｕ Ｎ Ａ ネ ク ス ト ス

テ ー ジ

中 区 元 町 １ 丁 目 番

地 の １

  同 女 性 医 療 ク リ ニ ッ ク

Ｌ Ｕ Ｎ Ａ 横 浜 元 町

中 区 元 町 １ 丁 目 番

地 の １

  同 ゆ め が 丘 眼 科 ・ 横 浜

ゆ め が 丘 ソ ラ ト ス 院

泉 区 ゆ め が 丘 番 地

  同 毛 呂 歯 科 医 院 泉 区 和 泉 中 央 北 ４ 丁

目 番 ８ 号

25 50

30 14

15

31 32

32

31

30
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横 浜 市 告 示 第 178 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 介 護 機 関 の 指 定

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 介 護 機 関

と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   居 宅 介 護 事 業 者 （ 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 ）

指 定 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地

令 和 ８ 年

２ 月 １ 日

社 会 福 祉 法

人 湘 南 遊 愛

会

戸 塚 区 川 上 町

番 地 の １

ケ ア ハ ウ ス ゆ

う あ い

戸 塚 区 川 上 町

番 地 の １

２   介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 ）

指 定 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地

令 和 ８ 年

２ 月 １ 日

社 会 福 祉 法

人 湘 南 遊 愛

会

戸 塚 区 川 上 町

番 地 の １

ケ ア ハ ウ ス ゆ

う あ い

戸 塚 区 川 上 町

番 地 の １

３   介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 ）

指 定 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称

介 護 予 防 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ８ 年

１ 月 １ 日

医 療 法 人 社

団 桜 栄 会

緑 区 北 八 朔 町

1,323 番 地

グ ル ー プ ホ ー

ム 和 楽 の 里

緑 区 北 八 朔

町 1,272 番

地 の ２

 

25 54

30 14

15

84 84

84 84
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横 浜 市 告 示 第 179 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 変 更

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 介 護 ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地

令 和 ７ 年

８ 月 １ 日

社 会 福 祉 法

人 横 浜 市 福

祉 サ ー ビ ス

協 会

西 区 桜 木 町 ６

丁 目 番 地

横 浜 市 福 祉 サ

ー ビ ス 協 会 ヘ

ル パ ー ス テ ー

シ ョ ン 磯 子

磯 子 区 磯

子 三 丁 目 ３

番 号

磯 子 区 東

町 番 号

２   居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 看 護 ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地

令 和 ８ 年

１ 月 日

医 療 法 人 福

和 会

南 区 別 所 一 丁

目 ２ 番 ５ 号

Ｓ Ｔ Ｅ Ｌ Ｌ Ａ

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン

港 南 区 笹

下 二 丁 目 １

番 号

港 南 区 港

南 五 丁 目

番 号

３   介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 訪 問 看 護 ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称

介 護 予 防 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ８ 年

１ 月 日

医 療 法 人 福

和 会

南 区 別 所 一 丁

目 ２ 番 ５ 号

Ｓ Ｔ Ｅ Ｌ Ｌ Ａ

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン

港 南 区 笹

下 二 丁 目 １

番 号

港 南 区 港

南 五 丁 目

番 号

４   介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 者 （ 訪 問 型 サ ー ビ ス ）

25 54

30 14

15

31

(新)

21

(旧)

15 32

15

(新)

11

(旧)

19

14

15

(新)

11

(旧)

19

14
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変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地

令 和 ７ 年

８ 月 １ 日

社 会 福 祉 法

人 横 浜 市 福

祉 サ ー ビ ス

協 会

西 区 桜 木 町 ６

丁 目 番 地

 

横 浜 市 福 祉 サ

ー ビ ス 協 会 ヘ

ル パ ー ス テ ー

シ ョ ン 磯 子

磯 子 区 磯

子 三 丁 目 ３

番 号

磯 子 区 東

町 番 号

31

(新)

21

(旧)

15 32
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横 浜 市 告 示 第 180 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 廃 止

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 介 護 ）

廃 止 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地

令 和 ８ 年

１ 月 日

シ フ テ ィ ー

ン 合 同 会 社

中 区 日 ノ 出 町

２ 丁 目 134 番

地 の １

シ フ テ ィ ー ン 中 区 日 ノ 出 町

２ 丁 目 134 番

地 の １

25 54

30 14

15

31

53
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横 浜 市 告 示 第 181 号

　 　 　 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め

　 　 　 の 法 律 に 基 づ く 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 の 指 定

  障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （

平 成 年 法 律 第 123 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

事 業 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

指 定 年 月

日

事 業 者 の 名 称 事 業 所 の 名

称

事 業 所 の 所 在

地

事 業 の 内

容

令 和 ８ 年

１ 月 １ 日

株 式 会 社 ユ ー

エ イ チ

ア ド ラ イ ズ

ｐ ｌ ｕ ｓ 横

浜 東 神 奈 川

セ ン タ ー

神 奈 川 区 西 神

奈 川 一 丁 目

番 地 の

就 労 定 着

支 援

  同 福 安 サ ポ ー ト

株 式 会 社

福 安 サ ポ ー

ト

西 区 浅 間 町 １

丁 目 ９ 番 地 の

就 労 継 続

支 援 Ａ 型

  同 社 会 福 祉 法 人

県 央 福 祉 会

エ ヌ ・ ク ラ

ッ プ

西 区 浜 松 町

番 号

就 労 選 択

支 援

  同 カ ー ポ 合 同 会

社

Ｓ ｔ ｕ ｄ ｉ

ｏ   Ｃ ａ －

ｐ ｏ

中 区 富 士 見 町

２ 番 地 の ６

就 労 継 続

支 援 Ｂ 型

  同 株 式 会 社 大 倉

山 起 業

大 石 ヘ ル パ

ー ス テ ー シ

ョ ン

中 区 弥 生 町 ４

丁 目 番 地 の

１

居 宅 介 護

、 重 度 訪

問 介 護 、

同 行 援 護

  同 株 式 会 社 Ｎ ｅ

ｏ Ｗ ｏ ｒ ｋ

就 労 継 続 支

援 Ｂ 型 事 業

所 Ｎ ｅ ｏ Ｗ

ｏ ｒ ｋ 関 内

中 区 弥 生 町 １

丁 目 ２ 番 地

就 労 継 続

支 援 Ｂ 型

  同 社 会 福 祉 法 人

横 浜 Ｓ Ｓ Ｊ

就 労 定 着 支

援 事 業 所 ワ

ー ク シ ョ ッ

プ メ ン バ ー

ズ

保 土 ケ 谷 区 岩

間 町 １ 丁 目

番 地 の ５

就 労 定 着

支 援

  同 株 式 会 社 Ｂ ｏ

ｄ ｙ   Ｈ ａ ｒ

ｍ ｏ ｎ ｙ

Ｍ ｅ ｅ ｔ 保 土 ケ 谷 区 岡

沢 町 150 番 地

の １

就 労 継 続

支 援 Ａ 型

17 36

15

13

12

20

14

40

40

10
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  同 合 同 会 社 ス タ

イ

フ ク ロ ウ の

家   港 南 台

港 南 区 港 南 台

二 丁 目 ８ 番

号

共 同 生 活

援 助

  同 一 般 社 団 法 人

Ｋ Ｉ Ｂ Ｉ ． Ｄ

Ａ Ｎ Ｇ Ｏ

キ ビ ダ ン ゴ

Ｈ ｏ ｍ ｅ

緑 区 鴨 居 四 丁

目 ９ 番 ３ 号

共 同 生 活

援 助

  同 一 般 社 団 法 人

や ど り ぎ

や ど り ぎ 青 葉 区 黒 須 田

番 地 の

短 期 入 所

  同 エ フ ィ ラ ミ ラ

イ 株 式 会 社

ア ク ア   藤

が 丘

青 葉 区 藤 が 丘

一 丁 目 番 地

の

居 宅 介 護

、 重 度 訪

問 介 護

令 和 ８ 年

２ 月 １ 日

株 式 会 社 モ ー

ド フ ァ イ ブ

ａ ｌ ｏ ｈ ａ

東 神 奈 川

神 奈 川 区 東 神

奈 川 二 丁 目

番 地 の ６

就 労 継 続

支 援 Ｂ 型

  同 特 定 非 営 利 活

動 法 人 エ ミ フ

ル

エ ミ フ ル 綱

島

港 北 区 綱 島 台

１ 番 号

就 労 継 続

支 援 Ｂ 型

  同 株 式 会 社 Ｌ Ｉ

Ｔ Ａ Ｌ Ｉ Ｃ Ｏ

パ ー ト ナ ー ズ

Ｌ Ｉ Ｔ Ａ Ｌ

Ｉ Ｃ Ｏ ワ ー

ク ス 二 俣 川

旭 区 二 俣 川 ２

丁 目 番 地 の

２

就 労 定 着

支 援

  同 Ｌ ｉ ｆ ｅ － ｉ

ｚ 株 式 会 社

ヒ ア ー イ ー

ズ し ん ば し

泉 区 新 橋 町 1,3

87 番 地 の ５

就 労 選 択

支 援

  同 株 式 会 社 キ セ

キ

Ｋ Ｕ Ｋ Ｕ Ｒ

Ｕ た ま プ ラ

ー ザ

青 葉 区 美 し が

丘 西 三 丁 目

番 地 の

就 労 継 続

支 援 Ｂ 型

、 就 労 選

択 支 援

  同 株 式 会 社 キ セ

キ

Ｋ Ｕ Ｋ Ｕ Ｒ

Ｕ 市 ケ 尾

青 葉 区 市 ケ 尾

町 1,052 番 地

の １

就 労 継 続

支 援 Ｂ 型

  同 株 式 会 社 キ セ

キ

生 活 介 護 事

業 所 Ｋ Ｕ Ｋ

Ｕ Ｒ Ｕ あ ざ

み 野

青 葉 区 あ ざ み

野 二 丁 目 番

地 の ５

生 活 介 護

令 和 ８ 年

３ 月 １ 日

一 般 社 団 法 人

よ つ ば

グ ル ー プ ホ

ー ム よ つ ば

横 浜 事 業 所

神 奈 川 区 西 寺

尾 二 丁 目 番

号

共 同 生 活

援 助

  同 一 般 社 団 法 人

よ つ ば

グ ル ー プ ホ

ー ム よ つ ば

神 奈 川 区 西 寺

尾 二 丁 目 番

短 期 入 所

26

26 26

25

15

42

18

57

64

10

12

39

14

39

55
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横 浜 事 業 所

シ ョ ー ト

ス テ イ

号

  同 有 限 会 社 水 風

社

ア フ タ ー ネ

オ 横 浜

西 区 平 沼 一 丁

目 ４ 番 号

就 労 継 続

支 援 Ｂ 型

  同 合 同 会 社 こ ろ

こ ろ 紡 ぎ

コ コ ノ Ｂ Ａ

Ｓ Ｅ

中 区 本 牧 町 ２

丁 目 407 番 地

の ２

就 労 継 続

支 援 Ｂ 型

  同 株 式 会 社 オ ア

ー ゼ

リ ハ プ ラ イ

ド   磯 子

磯 子 区 磯 子 二

丁 目 番 号

自 立 訓 練

（ 機 能 訓

練 ）

  同 特 定 非 営 利 活

動 法 人 と も に

あ ゆ む

想 戸 塚 区 舞 岡 町 6

47 番 地 の ７

共 同 生 活

援 助

  同 株 式 会 社 ぽ じ

ぶ る

ぽ じ ぶ る 上

永 谷

港 南 区 上 永 谷

三 丁 目 ９ 番

号

共 同 生 活

援 助

14

28

22 13

20

56
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横 浜 市 告 示 第 182 号

　 　 　 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め

　 　 　 の 法 律 に 基 づ く 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 者 の 指 定

  障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （

平 成 年 法 律 第 123 号 ） 第 条 の 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 特 定 相 談

支 援 事 業 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

指 定 年 月 日 事 業 者 の 名 称 事 業 所 の 名 称 事 業 所 の 所 在 地

令 和 ８ 年 １

月 １ 日

株 式 会 社 Ｎ ｅ ｗ

  Ｎ ｏ ｒ ｍ ａ ｌ

ネ ク ス ト 横 浜 相

談 支 援

港 北 区 新 吉 田 東

一 丁 目 番 号

令 和 ８ 年 ２

月 １ 日

株 式 会 社 懐 古 堂 訪 問 看 護 と 相 談

支 援   縁 側

戸 塚 区 矢 部 町 1,

827 番 地 の ３

  同 一 般 社 団 法 人 ま

る み

相 談 支 援 事 業 所

  ま る み

泉 区 緑 園 三 丁 目

番 地 の

令 和 ８ 年 ３

月 １ 日

株 式 会 社 な ご み 相 談 支 援   な ご

み

鶴 見 区 東 寺 尾 二

丁 目 ６ 番 号

  同 合 同 会 社 あ す は

な

相 談 支 援 事 業 所

  て ぽ る

泉 区 和 泉 町 5,73

2 番 地 の １

17 51 20

15

48 36

13 15

15

57

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 告 示 第 183 号

　 　 　 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め

　 　 　 の 法 律 に 基 づ く 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 の 廃 止

  障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （

平 成 年 法 律 第 123 号 ） 第 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 指 定 障 害 福

祉 サ ー ビ ス 事 業 を 次 の と お り 廃 止 す る 旨 の 届 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

廃 止 年 月

日

事 業 者 の 名 称

 

事 業 所 の 名

称

事 業 所 の 所 在

地

事 業 の 内 容

令 和 ７ 年

９ 月 日

社 会 福 祉 法 人

昴

す ず か け の

郷   介 護 サ

ー ビ ス セ ン

タ ー

港 南 区 野 庭 町

1,688 番 地

重 度 訪 問 介

護

  同 有 限 会 社 あ い

ぜ ん

有 限 会 社 あ

い ぜ ん

神 奈 川 区 松 見

町 １ 丁 目 番

地 の ５

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護 、 同 行 援

護

令 和 ７ 年

月 日

一 般 社 団 法 人

日 本 社 会 政 策

推 進 機 構

ウ ェ ル ケ ア

戸 塚

戸 塚 区 名 瀬 町

774 番 地 の

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護 、 行 動 援

護

  同 合 同 会 社 ｉ ｌ

  ｓ ｏ ｌ ｅ

訪 問 介 護 事

業 所 ｉ ｌ  

ｓ ｏ ｌ ｅ 横

浜 戸 塚

戸 塚 区 原 宿 ４

丁 目 ４ 番 号

重 度 訪 問 介

護 、 同 行 援

護

令 和 ７ 年

月 日

株 式 会 社 Ｄ Ｅ

Ｍ Ａ Ｎ Ｇ Ｅ Ｌ

Ｏ ｎ ｅ ｔ ｅ

ａ ｍ

中 区 麦 田 町 ２

丁 目 番 地 の

２

共 同 生 活 援

助

  同 セ ン ト ケ ア 神

奈 川 株 式 会 社

セ ン ト ケ ア

横 浜 栄

栄 区 公 田 町 1

,638 番 地 の

同 行 援 護

  同 株 式 会 社 Ｒ ｏ

ｄ ｉ ｎ ａ

リ ワ ー ク セ

ン タ ー 鶴 見

鶴 見 区 豊 岡 町

４ 番 号

自 立 訓 練 （

生 活 訓 練 ）

  同 特 定 非 営 利 活

動 法 人 さ ざ な

み 会

横 浜 ピ ア ス

タ ッ フ 協 会

磯 子 区 中 原 一

丁 目 ３ 番 号

就 労 継 続 支

援 Ｂ 型

17 46

15

30

45

11 30 11

15

12 31 62

54

19

20

58
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  同 特 定 非 営 利 活

動 法 人 市 民 ハ

ー ト

市 民 ハ ー ト

中 央

西 区 岡 野 二 丁

目 ３ 番 号

重 度 訪 問 介

護

  同 株 式 会 社 Ｆ ａ

ｓ ｔ Ｍ ｏ ｔ ｉ

ｏ ｎ

就 労 移 行 Ｉ

Ｔ ス ク ー ル

横 浜 駅 西 口

神 奈 川 区 台 町

番 地 の

就 労 移 行 支

援

  同 医 療 法 人 社 団

祐 和 会

大 石 ヘ ル パ

ー ス テ ー シ

ョ ン

中 区 弥 生 町 ４

丁 目 番 地 の

１

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護 、 同 行 介

護

  同 合 同 会 社 ゆ い

・ ゆ い

ケ ア ス テ ィ

ゆ い ・ ゆ い

金 沢

金 沢 区 大 道 一

丁 目 番 号

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護 、 同 行 介

護

令 和 ８ 年

１ 月 ５ 日

株 式 会 社 円 花 ヘ ル パ － ス

テ ー シ ョ ン

ま ど か

鶴 見 区 北 寺 尾

六 丁 目 番 ５

号

重 度 訪 問 介

護

令 和 ８ 年

１ 月 日

Ｅ Ｍ Ｉ コ ー ポ

レ ー シ ョ ン 合

同 会 社

エ ン ジ ェ ル 中 区 長 者 町 ２

丁 目 ５ 番 地 の

同 行 援 護

令 和 ８ 年

１ 月 日

Ｊ ． ぴ ー ぷ る

合 同 会 社

Ｊ ． ぴ ー ぷ

る 下 末 吉 ヘ

ル パ ー Ｓ ．

Ｓ ．

鶴 見 区 下 末 吉

一 丁 目 ２ 番

号

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護

  同 ア ッ ト ラ イ ナ

株 式 会 社

あ っ た 介 護 金 沢 区 六 浦 南

二 丁 目 ７ 番

号

行 動 援 護

  同 ピ ア サ ポ ー ト

株 式 会 社

ピ ア ジ ョ ブ

サ ポ ー ト 横

浜 関 内

中 区 住 吉 町 ４

丁 目 番 地 の

１

就 労 移 行 支

援 、 就 労 定

着 支 援

  同 シ フ テ ィ ー ン

合 同 会 社

シ フ テ ィ ー

ン

中 区 日 ノ 出 町

２ 丁 目 134 番

地 の １

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護

  同 合 同 会 社 睦 舎 楓 福 祉 サ ー

ビ ス

中 区 山 下 町

番 地 の ２

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護

令 和 ８ 年

２ 月 １ 日

合 同 会 社 ハ チ

ク ン

サ ポ ー ト 葉

月

中 区 常 盤 町 ３

丁 目 番 地 の

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

30

14 15

40

11 16

26

14

14

31 13

39

45

28

27

59
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２ 護

令 和 ８ 年

２ 月 日

有 限 会 社 ケ ア

サ ー ビ ス コ パ

ン

有 限 会 社 ケ

ア サ ー ビ ス

コ パ ン

中 区 山 下 町

番 地 の

重 度 訪 問 介

護 、 同 行 援

護

  同 株 式 会 社 ハ ッ

ピ ー は ー と

ハ ッ ピ ー は

ー と

港 北 区 菊 名 七

丁 目 ２ 番 号

行 動 援 護

  同 株 式 会 社 ひ と

は な

ヘ ル パ ー 事

業 所   人 ・

花   み ど り

緑 区 中 山 三 丁

目 番 号

重 度 訪 問 介

護

  同 有 限 会 社 ハ ー

ト ケ ア

有 限 会 社 ハ

ー ト ケ ア

旭 区 西 川 島 町

番 地 の

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護

  同 株 式 会 社 ひ と

は な

ヘ ル パ ー 事

業 所 人 ・ 花

瀬 谷 区 本 郷 二

丁 目 番 地 の

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護

令 和 ８ 年

３ 月 １ 日

特 定 非 営 利 活

動 法 人 Ｎ Ｐ Ｏ

緑 の 風 福 祉 の

会

み ど り の 風

こ う な ん

港 南 区 港 南 台

五 丁 目 ８ 番 ８

号

重 度 訪 問 介

護

 

 

28

70

15

14

36 20

27 16

15

15

60

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 告 示 第 184 号

　 　 　 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め

　 　 　 の 法 律 に 基 づ く 指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 の 廃 止

  障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （

平 成 年 法 律 第 123 号 ） 第 条 の 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 指 定 一

般 相 談 支 援 事 業 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

廃 止 年 月

日

事 業 者 の 名 称

 

事 業 所 の 名 称 事 業 所 の 所 在

地

事 業 の 内 容

令 和 ８ 年

３ 月 １ 日

株 式 会 社 サ ー

ブ

株 式 会 社 サ ー

ブ 計 画 相 談 サ

ポ ー ト

旭 区 今 川 町 ２

番 地 の

地 域 移 行 支

援 、 地 域 定

着 支 援

17 51 25

15

14

61
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横 浜 市 告 示 第 185 号

　 　 　 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め

　 　 　 の 法 律 に 基 づ く 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 の 廃 止

  障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （

平 成 年 法 律 第 123 号 ） 第 条 の 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 指 定 特

定 相 談 支 援 事 業 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

廃 止 年 月 日 事 業 者 の 名 称 事 業 所 の 名 称 事 業 所 の 所 在

地

令 和 ７ 年 ９

月 日

有 限 会 社 あ い ぜ

ん

有 限 会 社 あ い ぜ

ん

神 奈 川 区 松 見

町 １ 丁 目 番

地 の ５

令 和 ７ 年

月 日

株 式 会 社 Ｈ Ａ Ｌ

Ｍ Ｏ

相 談 支 援 事 業 所

の ど か

戸 塚 区 吉 田 町

1,012 番 地

令 和 ８ 年 １

月 日

合 同 会 社 ま は な

計 画 相 談 所

ま は な 計 画 相 談

所

中 区 本 牧 間 門

８ 番 号

令 和 ８ 年 ２

月 日

特 定 非 営 利 活 動

法 人 Ｎ Ｐ Ｏ 湘 南

ク リ エ イ テ ィ ブ

サ ー ビ ス

湘 南 ク リ エ イ テ

ィ ブ サ ー ビ ス  

相 談 支 援 事 業 所

金 沢 区 瀬 戸 ３

番 号

  同 合 同 会 社 サ ム ズ

ア ッ プ

サ ム ズ ア ッ プ 都 筑 区 東 方 町

379 番 地 の ５

17 51 25

15

30 45

12

31

31 12

28 54
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横 浜 市 告 示 第 186 号

　 　 　 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 及 び 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業

　 　 　 者 の 指 定

  介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 123 号 ） 第 条 第 １ 項 及 び 第 115 条

の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 及 び 指 定 介 護 予

防 サ ー ビ ス 事 業 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

事 業 者 の

名 称

事 業 所 の 名

称

事 業 所 の 所

在 地

指 定 年 月

日

サ ー ビ ス の

種 類

株 式 会 社

い ろ は

有 料 老 人 ホ

ー ム さ く ら

の 郷

緑 区 鴨 居 ４

丁 目 番

号

令 和 ８ 年

４ 月 １ 日

特 定 施 設 入

居 者 生 活 介

護 、 介 護 予

防 特 定 施 設

入 居 者 生 活

介 護

 

70

15

52 15

63
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横 浜 市 告 示 第 187 号

　 　 　 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 指 定 及 び 収 納 事 務 の 委 託

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 、 次 の と お り 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 を 指 定 し 、 収 納 事 務 を 委 託 し

た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

指 定 公 金 事

務 取 扱 者 の

名 称

指 定 公 金 事

務 取 扱 者 の

事 務 所 の 所

在 地

指 定 公 金 事 務 取 扱

者 に 委 託 し た 収 納

事 務 に 係 る 歳 入

指 定 公 金

事 務 取 扱

者 の 指 定

を し た 日

収 納 事 務

の 委 託 を

し た 日

 

株 式 会 社 Ａ

Ｑ Ｕ Ａ

西 区 み な と

み ら い 二 丁

目 ２ 番 １ 号

 

「 よ こ は ま の い き

も の ハ ン ド ブ ッ ク

」 の 売 払 代 金 に 係

る 刊 行 物 販 売 収 入

令 和 ８ 年

４ 月 １ 日

 

令 和 ８ 年

４ 月 １ 日

 

22 67

15

64
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横 浜 市 告 示 第 188 号

　 　 　 市 政 刊 行 物 ・ グ ッ ズ 販 売 コ ー ナ ー に お け る 刊 行 物 等 の 売

　 　 　 上 代 金 の 収 納 事 務 の 委 託

  地 方 公 営 企 業 法 （ 昭 和 年 法 律 第 292 号 ） 第 条 の ２ で 準 用 す る

地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 、 市 政 刊 行 物 ・ グ ッ ズ 販 売 コ ー ナ ー に お け る 刊 行 物 等 の 売 上 代 金

の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 名 称

    公 益 財 団 法 人   横 浜 市 知 的 障 害 者 育 成 会

２   指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 住 所 又 は 事 務 所 の 所 在 地

    神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９ 番 地 の ５

３   委 託 し た 収 納 事 務 に 係 る 歳 入

    市 政 刊 行 物 ・ グ ッ ズ 販 売 コ ー ナ ー に お け る 刊 行 物 等 の 売 上 代 金

４   地 方 自 治 法 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し た 日

    令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

５   収 納 事 務 の 委 託 を し た 日

    令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

27 33

22 67

15

65

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 告 示 第 189 号

　 　 　 横 浜 市 港 湾 施 設 条 例 第 ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 港 湾 施

　 　 　 設 の 告 示 の 一 部 改 正

  横 浜 市 港 湾 施 設 条 例 第 ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 港 湾 施 設 の 告 示

（ 平 成 年 ２ 月 横 浜 市 告 示 第 102 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る

。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

  第 項 の 表 中

「

山 下 ふ 頭 Ⅰ
中 区 山 下 町   山 下 ふ

頭
         213,158

山 下 ふ 頭 Ⅱ 同          193,411

                                                          」

を

「

山 下 ふ 頭 Ⅰ
中 区 山 下 町   山 下 ふ

頭
         215,661

山 下 ふ 頭 Ⅱ 同          192,558

                                                          」

に 改 め る 。

31

15

11

66
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横 浜 市 告 示 第 190 号

　 　 　 指 定 納 付 受 託 者 の 指 定

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 231 条 の ２ の ３ の 規 定 に よ

り 、 次 の と お り 指 定 納 付 受 託 者 を 指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

指 定 納 付 受 託

者 の 名 称

指 定 納 付 受 託

者 の 主 た る 事

務 所 の 所 在 地

指 定 納 付 受 託

者 に 納 付 さ せ

る 歳 入

指 定 納 付 受 託

者 を 指 定 し た

年 月 日

公 益 財 団 法 人

横 浜 市 国 際 交

流 協 会

西 区 み な と み

ら い 一 丁 目 １

番 １ 号

横 浜 市 国 際 学

生 会 館 使 用 料

令 和 ８ 年 ４ 月

１ 日

 

 

22 67

15
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横 浜 市 告 示 第 191 号

　 　 　 横 浜 市 山 内 図 書 館 複 写 手 数 料 収 納 事 務 の 委 託

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 、 横 浜 市 山 内 図 書 館 複 写 手 数 料 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た

。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 名 称

    有 隣 堂 グ ル ー プ   代 表 者   株 式 会 社 有 隣 堂

２   指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 事 務 所 の 所 在 地

    戸 塚 区 品 濃 町 881 番 地 の

３   委 託 し た 収 納 事 務 に 係 る 歳 入

    横 浜 市 山 内 図 書 館 複 写 手 数 料

４   地 方 自 治 法 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し た 日

    令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

５   収 納 事 務 の 委 託 を し た 日

    令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

 

22 67

15

16

68
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横 浜 市 告 示 第 192 号

　 　 　 令 和 ８ 年 度 包 括 外 部 監 査 契 約 の 締 結

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 252 条 の 第 １ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 次 の と お り 包 括 外 部 監 査 契 約 を 締 結 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   包 括 外 部 監 査 契 約 の 期 間 の 始 期

    令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

２   包 括 外 部 監 査 契 約 を 締 結 し た 者 に 支 払 う べ き 監 査 に 要 す る 費 用

  の 額 の 算 定 方 法

    基 本 費 用 、 執 務 費 用 及 び 実 費 の 額 の 合 計 額  

３   包 括 外 部 監 査 契 約 を 締 結 し た 者 の 氏 名 及 び 住 所

    氏 名   櫻   山   加 奈 子

    住 所   港 南 区 日 限 山 一 丁 目 番 － 612 号

４   包 括 外 部 監 査 契 約 を 締 結 し た 者 に 支 払 う べ き 監 査 に 要 す る 費 用

  の 支 払 方 法

    概 算 払

 

22 67 36

15

67 11
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公 告

　

横 浜 市 公 告 第 210 号 （ 令 和 ８ 年 ４ 月 ９ 日 掲 示 済 ）

　 　 　 横 浜 国 際 港 都 建 設 事 業 二 ツ 橋 北 部 三 ツ 境 下 草 柳 線 等 沿 道

　 　 　 地 区 第 ２ 期 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 の 事 業 計 画 の 縦 覧

  土 地 区 画 整 理 法 （ 昭 和 年 法 律 第 119 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 横 浜 国 際 港 都 建 設 事 業 二 ツ 橋 北 部 三 ツ 境 下 草 柳 線 等 沿 道 地 区 第

２ 期 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 の 事 業 計 画 を 定 め る た め 、 同 法 第 条 第

１ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 関 係 図 書 を 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る 。

  な お 、 こ の 事 業 計 画 に 意 見 が あ る 利 害 関 係 者 は 、 縦 覧 期 間 満 了 の

日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ２ 週 間 を 経 過 す る 日 ま で に 、 横 浜 市 長 に 意 見

書 を 提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 ９ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   縦 覧 期 間

    令 和 ８ 年 ４ 月 日 か ら 令 和 ８ 年 ４ 月 日 ま で

２   縦 覧 場 所

    瀬 谷 区 二 ツ 橋 町 467 番 地 の

    横 浜 市 都 市 整 備 局 市 街 地 整 備 部 二 ツ 橋 北 部 土 地 区 画 整 理 事 務 所

３   縦 覧 時 間

    午 前 ８ 時 分 か ら 午 後 ５ 時 分 ま で

29 52

55

10 23

23
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辞 退 年 月 日 名          称 所  在  地

令 和 ８ 年 ５ 月 日 一 般 財 団 法 人 か な が わ

水 ・ エ ネ ル ギ ー サ ー ビ

ス

相 模 原 市 中 央 区 鹿 沼

台 １ 丁 目 ９ 番 号

プ ロ ミ テ ィ ふ ち の べ

ビ ル ２ 階

横 浜 市 公 告 第 211 号

　 　 　 簡 易 給 水 水 道 等 指 定 検 査 機 関 の 指 定 の 辞 退

  横 浜 市 簡 易 給 水 水 道 及 び 小 規 模 受 水 槽 水 道 に お け る 安 全 で 衛 生 的

な 飲 料 水 の 確 保 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ３ 年 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） 第

条 及 び 第 条 に 規 定 す る 市 長 の 指 定 す る 者 か ら 次 の と お り 指 定 辞

退 の 届 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

12 56

10 16

15

31

15
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横 浜 市 公 告 第 212 号

　 　 　 横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業 の 事 業 計 画 変 更 に 係 る 図 書 の

　 　 　 縦 覧

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業 の

事 業 計 画 の 変 更 に 係 る 図 書 の 写 し の 送 付 が あ っ た の で 、 同 条 第 ２ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る 。  

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   施 行 者 の 名 称

    横 浜 市

２   都 市 計 画 事 業 の 種 類 及 び 名 称

    横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業

    ３ ・ ４ ・ 号 鴨 居 上 飯 田 線 （ 本 宿 ・ 二 俣 川 地 区 ）

３   事 業 施 行 期 間

    昭 和 年 ５ 月 日 か ら 令 和 年 ３ 月 日 ま で

４   事 業 地 の 所 在

    収 用 の 部 分

      旭 区 さ ち が 丘 、 二 俣 川 ２ 丁 目 及 び 本 宿 町 地 内

    使 用 の 部 分

      旭 区 本 宿 町 地 内

５   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 都 市 整 備 局 企 画 部 都 市 計 画 課

    横 浜 市 道 路 ・ 交 通 政 策 局 建 設 部 建 設 課

43 63

62

15
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63 20 11 31

(１)

(２)

50 10
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横 浜 市 公 告 第 213 号

　 　 　 横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業 の 事 業 計 画 変 更 に 係 る 図 書 の

　 　 　 縦 覧

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業 の

事 業 計 画 の 変 更 に 係 る 図 書 の 写 し の 送 付 が あ っ た の で 、 同 条 第 ２ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   施 行 者 の 名 称

    横 浜 市

２   都 市 計 画 事 業 の 種 類 及 び 名 称

    横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業

    ３ ･ ３ ･ ３ 号 山 下 長 津 田 線 （ 鴨 居 地 区 ）

    ３ ･ ４ ･ 号 鴨 居 上 飯 田 線 （ 関 連 外 郭 部 ）

３   事 業 施 行 期 間

    平 成 ６ 年 ４ 月 ８ 日 か ら 令 和 年 ３ 月 日 ま で

４   事 業 地 の 所 在

    収 用 の 部 分

      緑 区 鴨 居 町 、 鴨 居 三 丁 目 、 鴨 居 四 丁 目 、 鴨 居 五 丁 目 、 鴨 居 六

    丁 目 、 白 山 一 丁 目 及 び 白 山 二 丁 目 地 内

    使 用 の 部 分

      な し

５   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 都 市 整 備 局 企 画 部 都 市 計 画 課

    横 浜 市 道 路 ・ 交 通 政 策 局 建 設 部 建 設 課

43 63

62

15

12

13 31

(１)

(２)

50 10
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横 浜 市 公 告 第 214 号

　 　 　 横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業 の 事 業 計 画 変 更 に 係 る 図 書 の

　 　 　 縦 覧

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業 の

事 業 計 画 の 変 更 に 係 る 図 書 の 写 し の 送 付 が あ っ た の で 、 同 条 第 ２ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   施 行 者 の 名 称

    横 浜 市

２   都 市 計 画 事 業 の 種 類 及 び 名 称

    横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業

    ３ ・ ３ ・ 号 桂 町 戸 塚 遠 藤 線 （ 上 倉 田 戸 塚 地 区 ）

３   事 業 施 行 期 間

    平 成 ７ 年 ７ 月 日 か ら 令 和 年 ３ 月 日 ま で

４   事 業 地 の 所 在

    収 用 の 部 分

      戸 塚 区 上 倉 田 町 字 表 、 字 表 ノ 前 、 字 三 本 松 、 字 西 見 谷 、 字 八

    幡 谷 及 び 字 堀 内 並 び に 戸 塚 町 字 二 ノ 区 、 字 三 ノ 区 、 字 四 ノ 区 、

    字 四 丁 目 及 び 字 五 丁 目 地 内

    使 用 の 部 分

      戸 塚 区 上 倉 田 町 字 表 ノ 前 及 び 字 三 本 松 並 び に 戸 塚 町 字 二 ノ 区

    及 び 字 三 ノ 区 地 内

５   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 都 市 整 備 局 企 画 部 都 市 計 画 課

    横 浜 市 道 路 ・ 交 通 政 策 局 建 設 部 建 設 課

43 63

62

15

16

14 14 31

(１)

(２)

50 10

74

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 公 告 第 215 号

　 　 　 横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業 の 事 業 計 画 変 更 に 係 る 図 書 の

　 　 　 縦 覧

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業 の

事 業 計 画 の 変 更 に 係 る 図 書 の 写 し の 送 付 が あ っ た の で 、 同 条 第 ２ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   施 行 者 の 名 称

    横 浜 市

２   都 市 計 画 事 業 の 種 類 及 び 名 称

    横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業

    ８ ・ ４ ・ ２ 号 上 永 谷 線

３   事 業 施 行 期 間

    平 成 年 ３ 月 １ 日 か ら 令 和 年 ３ 月 日 ま で

４   事 業 地 の 所 在

    収 用 の 部 分

      港 南 区 上 永 谷 町 字 西 洗 及 び 字 又 口 並 び に 野 庭 町 字 政 所 地 内

    使 用 の 部 分

      な し

５   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 都 市 整 備 局 企 画 部 都 市 計 画 課

    横 浜 市 道 路 ・ 交 通 政 策 局 建 設 部 建 設 課

43 63

62

15

14 15 31

(１)

(２)

50 10

75

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 公 告 第 216 号

　 　 　 横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業 の 事 業 計 画 変 更 に 係 る 図 書 の

　 　 　 縦 覧

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業 の

事 業 計 画 の 変 更 に 係 る 図 書 の 写 し の 送 付 が あ っ た の で 、 同 条 第 ２ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   施 行 者 の 名 称

    横 浜 市

２   都 市 計 画 事 業 の 種 類 及 び 名 称

    横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業

    ３ ・ ２ ・ １ 号 横 浜 藤 沢 線 （ 上 永 谷 地 区 ）

３   事 業 施 行 期 間

    平 成 元 年 月 日 か ら 令 和 年 3 月 日 ま で

４   事 業 地 の 所 在

    収 用 の 部 分

      港 南 区 上 永 谷 町 字 西 洗 及 び 字 又 口 、 野 庭 町 字 打 越 及 び 字 政 所

    並 び に 丸 山 台 四 丁 目 地 内

    使 用 の 部 分

      な し

５   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課

    横 浜 市 道 路 ・ 交 通 政 策 局 建 設 部 建 設 課

43 63

62

15

12 15 15 31

(１)

(２)

50 10

76

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 公 告 第 217 号

　 　 　 横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業 の 事 業 計 画 変 更 に 係 る 図 書 の

　 　 　 縦 覧

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業 の

事 業 計 画 の 変 更 に 係 る 図 書 の 写 し の 送 付 が あ っ た の で 、 同 条 第 ２ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   施 行 者 の 名 称

    横 浜 市

２   都 市 計 画 事 業 の 種 類 及 び 名 称

    横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業

    ３ ・ ２ ・ １ 号 横 浜 藤 沢 線 （ 上 永 谷 舞 岡 地 区 ）

    ３ ・ ２ ・ 号 上 永 谷 舞 岡 線 （ 関 連 外 郭 部 ）

３   事 業 施 行 期 間

    平 成 ９ 年 １ 月 日 か ら 令 和 年 ３ 月 日 ま で

４   事 業 地 の 所 在

    収 用 の 部 分

      港 南 区 上 永 谷 町 字 西 洗 地 内 、 栄 区 小 菅 ケ 谷 四 丁 目 及 び 本 郷 台

    五 丁 目 地 内 並 び に 戸 塚 区 舞 岡 町 字 大 原 地 内

    使 用 の 部 分

      な し

５   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 都 市 整 備 局 企 画 部 都 市 計 画 課

    横 浜 市 道 路 ・ 交 通 政 策 局 建 設 部 建 設 課

43 63

62

15

15

28 15 31

(１)

(２)

50 10

77

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 公 告 第 218 号

　 　 　 横 浜 国 際 港 都 建 設 公 園 事 業 の 事 業 計 画 変 更 に 係 る 図 書 の

　 　 　 縦 覧

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 公 園 事 業 の

事 業 計 画 の 変 更 に 係 る 図 書 の 写 し の 送 付 が あ っ た の で 、 同 条 第 ２ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   施 行 者 の 名 称

    横 浜 市

２   都 市 計 画 事 業 の 種 類 及 び 名 称

    横 浜 国 際 港 都 建 設 公 園 事 業

    ５ ・ ５ ・ 1301 号 新 治 里 山 公 園

３   事 業 施 行 期 間

    平 成 年 ３ 月 日 か ら 令 和 年 ３ 月 日 ま で

４   事 業 地 の 所 在

    収 用 の 部 分

      緑 区 新 治 町 地 内

    使 用 の 部 分

      な し

５   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 都 市 整 備 局 企 画 部 都 市 計 画 課

    横 浜 市 み ど り 環 境 局 公 園 緑 地 部 公 園 緑 地 事 業 課

43 63

62

15

17 15 15 31

(１)

(２)

50 10

78

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 公 告 第 219 号

　 　 　 横 浜 国 際 港 都 建 設 公 園 事 業 の 事 業 計 画 変 更 に 係 る 図 書 の

　 　 　 縦 覧

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 公 園 事 業 の

事 業 計 画 の 変 更 に 係 る 図 書 の 写 し の 送 付 が あ っ た の で 、 同 条 第 ２ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   施 行 者 の 名 称

    横 浜 市

２   都 市 計 画 事 業 の 種 類 及 び 名 称

    横 浜 国 際 港 都 建 設 公 園 事 業

    ７ ・ ５ ・ 602 号 川 島 町 陣 ケ 下 渓 谷 公 園

３   事 業 施 行 期 間

    平 成 年 月 ５ 日 か ら 令 和 年 ３ 月 日 ま で

４   事 業 地 の 所 在

    収 用 の 部 分

      保 土 ケ 谷 区 川 島 町 地 内

    使 用 の 部 分

      な し

５   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 都 市 整 備 局 企 画 部 都 市 計 画 課

    横 浜 市 み ど り 環 境 局 公 園 緑 地 部 公 園 緑 地 事 業 課

43 63

62

15

11 11 13 31

(１)

(２)

50 10

79

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 公 告 第 220 号

　 　 　 横 浜 国 際 港 都 建 設 公 園 事 業 の 事 業 計 画 変 更 に 係 る 図 書 の

　 　 　 縦 覧

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 公 園 事 業 の

事 業 計 画 の 変 更 に 係 る 図 書 の 写 し の 送 付 が あ っ た の で 、 同 条 第 ２ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   施 行 者 の 名 称

    横 浜 市

２   都 市 計 画 事 業 の 種 類 及 び 名 称

    横 浜 国 際 港 都 建 設 公 園 事 業

    ７ ・ ３ ・ 102 号 二 ツ 池 公 園

３   事 業 施 行 期 間

    平 成 年 月 日 か ら 令 和 年 ３ 月 日 ま で

４   事 業 地 の 所 在

    収 用 の 部 分

      鶴 見 区 駒 岡 一 丁 目 及 び 獅 子 ケ 谷 一 丁 目 地 内

    使 用 の 部 分

      な し

５   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 都 市 整 備 局 企 画 部 都 市 計 画 課

    横 浜 市 み ど り 環 境 局 公 園 緑 地 部 公 園 緑 地 事 業 課

43 63

62

15

26 11 11 11 31

(１)

(２)

50 10

80

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 公 告 第 221 号

　 　 　 公 園 の 位 置 及 び 区 域 の 変 更

  横 浜 市 公 園 条 例 （ 昭 和 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 園 の 位 置 及 び 区 域 を 変 更 す る 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 み ど り 環 境 局 公 園 緑 地 部 公 園 緑 地 管 理 課

に お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

公 園 の 名

称

位   置 変 更 に

係 る 区

域

面     積 変 更 年

月 日
新 旧 新 旧

六 浦 第 三

公 園

金 沢 区

六 浦 三

丁 目

535 番

の

金 沢 区

六 浦 三

丁 目

562 番

の

別 図 の

と お り

253 ㎡ 438 ㎡ 令 和 ８

年 ４ 月

日

  別 図 （ 省 略 ）

33 11

15

3,

11

3,

33

15

81

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 公 告 第 222 号

　 　 　 計 画 段 階 配 慮 書 の 縦 覧

  横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 平 成 年 月 横 浜 市 条 例 第 号 。 以 下

「 条 例 」 と い う 。 ） 第 ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 （ 仮 称 ） 旧 上 瀬

谷 通 信 施 設 観 光 ・ 賑 わ い 地 区 開 発 事 業 に 係 る 計 画 段 階 配 慮 書 （ 以 下

「 配 慮 書 」 と い う 。 ） の 提 出 が あ っ た の で 、 条 例 第 ９ 条 の 規 定 に 基

づ き 、 当 該 配 慮 書 の 写 し を 次 の と お り 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

  配 慮 書 に つ い て 環 境 の 保 全 に 関 す る 情 報 を 有 す る 者 は 、 条 例 第

条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 縦 覧 期 間 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 環 境 情

報 を 記 載 し た 書 面 を 提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   計 画 段 階 事 業 者 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在

  地

    三 菱 地 所 株 式 会 社 （ 代 表 事 業 者 ）

      代 表 執 行 役   中   島       篤

    東 京 都 千 代 田 区 大 手 町 １ 丁 目 １ 番 １ 号

２   事 業 の 名 称

    （ 仮 称 ） 旧 上 瀬 谷 通 信 施 設 観 光 ・ 賑 わ い 地 区 開 発 事 業

３   事 業 を 実 施 し よ う と す る 区 域

    旭 区 上 川 井 町 及 び 瀬 谷 区 瀬 谷 町

４   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 み ど り 環 境 局 環 境 保 全 部 環 境 影 響 評 価 課

    旭 区 鶴 ケ 峰 一 丁 目 ４ 番 地 の

    横 浜 市 旭 区 役 所 総 務 部 区 政 推 進 課

    瀬 谷 区 二 ツ 橋 町 190 番 地

    横 浜 市 瀬 谷 区 役 所 総 務 部 区 政 推 進 課

５   縦 覧 期 間

    令 和 ８ 年 ４ 月 日 か ら 令 和 ８ 年 ４ 月 日 ま で

22 12 46
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横 浜 市 公 告 第 223 号

　 　 　 事 後 調 査 計 画 書 の 提 出

  横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 平 成 年 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） 第

条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 市 現 市 庁 舎 街 区 活 用 事 業 に 係 る 事 後

調 査 計 画 書 の 提 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

22 12 46 38

15
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横 浜 市 公 告 第 224 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ６ 年 ７ 月 ４ 日 第 2024 開 1705 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    青 葉 区 荏 田 北 三 丁 目 番 地 の ２

    有 限 会 社 林 恒 産

      取 締 役   林       延   行

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    青 葉 区 市 ケ 尾 町 1,162 番 の の 一 部 、 1,162 番 の 、 1,162 番

  の の 一 部 及 び 1,162 番 の 並 び に 荏 田 北 二 丁 目 100 番 の ６ の 一

  部

43 36
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横 浜 市 公 告 第 225 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ６ 年 月 日 第 2024 開 1713 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    青 葉 区 あ ざ み 野 四 丁 目 番 地 の ６

    吉   村   隆   興

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    青 葉 区 あ ざ み 野 四 丁 目 番 の １ 、 番 の ３ 、 番 の ６ 、 番 の

  及 び 番 の の 各 一 部 並 び に 番 の

43 36
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11 29

25

25 25 25 25
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横 浜 市 公 告 第 226 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ７ 年 ２ 月 日 第 2024 開 807 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    戸 塚 区 川 上 町 番 地 の １

    テ ィ ・ ワ ー ク ス 株 式 会 社

      代 表 取 締 役   二   村   淳   一

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    旭 区 川 島 町 2,918 番 の 、 2,918 番 の 及 び 2,918 番 の の 一

  部

43 36
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18 20 21

86

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



横 浜 市 公 告 第 227 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ７ 年 ９ 月 日 第 2025 開 1707 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    戸 塚 区 矢 部 町 １ 番 地 の

    株 式 会 社 横 浜 建 物

      代 表 取 締 役   小   林   東 太 郎

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    青 葉 区 し ら と り 台 番 の ５ 及 び 番 の の 各 一 部

43 36
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26
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横 浜 市 公 告 第 228 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ７ 年 月 日 第 2025 開 808 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    旭 区 中 希 望 が 丘 137 番 地 の ２

    山   田   泰   範

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    旭 区 中 希 望 が 丘 133 番 の の 一 部 、 133 番 の か ら 133 番 の

  ま で 、 136 番 の ３ の 一 部 、 136 番 の ７ 、 137 番 の ６ の 一 部 、 137

  番 の 、 137 番 の 、 137 番 の の 一 部 、 137 番 の 、 137 番 の

  、 265 番 の 110 の 一 部 及 び 265 番 の 111
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横 浜 市 公 告 第 229 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   指 定 番 号

    第 2025 ・ ・ ５ 号

２   指 定 年 月 日

    令 和 ８ 年 ３ 月 日

３   道 路 の 幅 員

    4.50 ｍ

４   道 路 の 延 長

    27.52 ｍ

５   指 定 の 場 所

    泉 区 和 泉 中 央 南 三 丁 目 2,948 番 の ２ の 一 部 、 2,972 番 の ６ 及 び

  2,972 番 の ７

６   申 請 者 の 氏 名

    ハ ウ ス ラ ン ド 株 式 会 社

      代 表 取 締 役   森       和   也
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横 浜 市 公 告 第 230 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 廃 止

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ

く 指 定 道 路 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   廃 止 年 月 日

    令 和 ８ 年 ３ 月 日

２   廃 止 す る 道 路 の 幅 員

    4.00 ｍ

３   廃 止 す る 道 路 の 延 長

    18.91 ｍ

４   廃 止 の 場 所

    神 奈 川 区 六 角 橋 一 丁 目 315 番 の ５
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横 浜 市 公 告 第 231 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号

    第 ・ 号

２   廃 止 年 月 日

    令 和 ８ 年 ３ 月 日

３   廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員

    4.00 ｍ

４   廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長

    25.39 ｍ

５   廃 止 の 場 所

    鶴 見 区 岸 谷 三 丁 目 1,652 番 の ５ 及 び 1,652 番 の の 各 一 部
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横 浜 市 公 告 第 232 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号

    第 ・ 号

２   廃 止 年 月 日

    令 和 ８ 年 ３ 月 日

３   廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員

    4.50 ｍ 、 6.50 ｍ 及 び 8.00 ｍ

４   廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長

    491.95 ｍ

５   廃 止 の 場 所

    南 区 永 田 山 王 台 1,750 番 の ８ 地 先 か ら 1,833 番 の 160 地 先 ま で
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横 浜 市 公 告 第 233 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号

    第 ・ 号

２   廃 止 年 月 日

    令 和 ８ 年 ２ 月 日

３   廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員

    4.50 ｍ 及 び 6.50 ｍ

４   廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長

    210.50 ｍ

５   廃 止 の 場 所

    緑 区 三 保 町 1,458 番 の ５ 地 先 か ら 1,467 番 の 地 先 ま で 及 び

  1,467 番 の 地 先 か ら 1,467 番 の 地 先 ま で
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横 浜 市 公 告 第 234 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号

    第 ・ 号

２   廃 止 年 月 日

    令 和 ８ 年 ３ 月 日

３   廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員

    4.50 ｍ

４   廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長

    139.60 ｍ

５   廃 止 の 場 所

    泉 区 下 飯 田 町 799 番 の 地 先 か ら 807 番 の 地 先 ま で 及 び 800

  番 の ５ 地 先 か ら 897 番 の ６ 地 先 ま で
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達

　

達 第 号

                                                  庁 中 一 般

  横 浜 市 母 子 生 活 支 援 施 設 処 務 規 程 （ 昭 和 年 ９ 月 達 第 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

  第 ３ 条 第 １ 項 第 ５ 号 中 「 200,000 円 」 を 「 300,000 円 」 に 改 め る

。

      附   則

  （ 施 行 期 日 ）

１   こ の 達 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

  （ 適 用 ）

２   こ の 達 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 母 子 生 活 支 援 施 設 処 務 規 程 第 ３ 条

  第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定 は 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。

40
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水 道 局

　

  横 浜 市 水 道 局 企 業 職 員 就 業 規 程 及 び 横 浜 市 水 道 局 会 計 年 度 任 用 職

員 の 給 与 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 水 道 事 業 管 理 者    

水 道 局 長   山   岡   秀   一

水 道 局 規 程 第 ４ 号 （ 令 和 ８ 年 ３ 月 日 掲 示 済 ）

　 　 　 横 浜 市 水 道 局 企 業 職 員 就 業 規 程 及 び 横 浜 市 水 道 局 会 計 年

　 　 　 度 任 用 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

  （ 横 浜 市 水 道 局 企 業 職 員 就 業 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 １ 条   横 浜 市 水 道 局 企 業 職 員 就 業 規 程 （ 昭 和 年 ４ 月 水 道 局 規 程

  第 ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

    第 条 中 「 昭 和 年 月 横 浜 市 条 例 第 号 」 を 「 令 和 ８ 年 ３ 月

  横 浜 市 条 例 第 号 」 に 改 め る 。

  （ 横 浜 市 水 道 局 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 の 一 部 改 正

  ）

第 ２ 条   横 浜 市 水 道 局 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 （ 令 和

  ２ 年 ３ 月 水 道 局 規 程 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

    第 条 第 ２ 項 中 「 昭 和 年 月 横 浜 市 条 例 第 号 」 を 「 令 和 ８

  年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 号 」 に 、 「 別 表 中 ５ 号 の 項 （ 外 国 へ の 旅 行

  の 場 合 に あ っ て は 、 横 浜 市 外 国 旅 行 の 旅 費 に 関 す る 規 則 （ 昭 和

  年 ５ 月 横 浜 市 規 則 第 号 ） 別 表 第 １ 中 ４ 号 の 項 ） 」 を 「 第 ８ 条 第

  ２ 項 第 ３ 号 」 に 改 め る 。

      附   則

  こ の 規 程 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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  横 浜 市 水 道 局 旅 費 条 例 施 行 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 水 道 事 業 管 理 者    

水 道 局 長   山   岡   秀   一

水 道 局 規 程 第 ６ 号 （ 令 和 ８ 年 ３ 月 日 掲 示 済 ）

　 　 　 横 浜 市 水 道 局 旅 費 条 例 施 行 規 程

  （ 趣 旨 ）

第 １ 条   こ の 規 程 は 、 横 浜 市 旅 費 条 例 （ 令 和 ８ 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第

  号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る

  も の と す る 。

  （ 定 義 ）

第 ２ 条   こ の 規 程 に お け る 用 語 の 定 義 は 、 条 例 の 例 に よ る 。

  （ 旅 費 を 支 給 す る 赴 任 ）

第 ３ 条   条 例 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 別 で 定 め る も の は 、 次 の と お

  り と す る 。

    横 浜 市 の 要 請 に よ り 新 た に 採 用 さ れ た 職 員 （ 水 道 事 業 管 理 者

    （ 以 下 「 管 理 者 」 と い う 。 ） が 別 に 定 め る 職 員 に 限 る 。 ） が そ

    の 採 用 に 伴 う 移 転 の た め 住 所 又 は 居 所 か ら 勤 務 場 所 に 旅 行 す る

    こ と 。

    転 任 を 命 ぜ ら れ た 職 員 が そ の 転 任 に 伴 う 移 転 の た め 旧 勤 務 場

    所 か ら 新 勤 務 場 所 （ 旧 勤 務 場 所 の 所 在 す る 国 （ こ れ に 準 ず る 地

    域 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 都 道 府 県 以 外 の 国 又 は 都 道 府 県 に

    所 在 す る も の に 限 る 。 ） へ 旅 行 す る こ と 。

    そ の 他 前 ２ 号 に 掲 げ る も の に 準 ず る も の

  （ 旅 行 業 者 等 ）

第 ４ 条   条 例 第 ２ 条 第 号 に 規 定 す る 別 で 定 め る 者 は 、 次 の い ず れ

  か に 該 当 す る 者 と す る 。

    鉄 道 事 業 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る

    鉄 道 運 送 事 業 者 及 び 軌 道 法 （ 大 正 年 法 律 第 号 ） 第 ４ 条 に 規

    定 す る 軌 道 経 営 者

    海 上 運 送 法 （ 昭 和 年 法 律 第 187 号 ） 第 条 の ３ 第 ２ 項 に 規

    定 す る 船 舶 運 航 事 業 者

    航 空 法 （ 昭 和 年 法 律 第 231 号 ） 第 ２ 条 第 項 に 規 定 す る 航

    空 運 送 事 業 を 経 営 す る 者

    道 路 運 送 法 （ 昭 和 年 法 律 第 183 号 ） 第 ９ 条 第 ７ 項 第 ３ 号 に

    規 定 す る 一 般 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 者

    旅 館 業 法 （ 昭 和 年 法 律 第 138 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る

    旅 館 業 を 営 む 者

    貨 物 自 動 車 運 送 事 業 法 （ 平 成 元 年 法 律 第 号 ） 第 ７ 条 第 １ 項

    に 規 定 す る 一 般 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 者 及 び 貨 物 利 用 運 送 事 業 法
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    （ 平 成 元 年 法 律 第 号 ） 第 ２ 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 貨 物 利 用 運 送

    事 業 者

    外 国 に お け る 前 各 号 に 掲 げ る 者 に 相 当 す る も の

２   条 例 第 ２ 条 第 号 に 規 定 す る 別 で 定 め る も の は 、 役 務 と す る 。

  （ 条 例 第 ３ 条 第 ２ 項 第 ４ 号 に 規 定 す る 別 で 定 め る 期 間 ）

第 ５ 条   条 例 第 ３ 条 第 ２ 項 第 ４ 号 に 規 定 す る 別 で 定 め る 期 間 は 、 退

  職 等 の 日 の 翌 日 か ら ３ 月 と す る 。

  （ 条 例 第 ３ 条 第 ２ 項 第 ７ 号 に 規 定 す る 別 で 定 め る 外 国 旅 行 ）

第 ６ 条  条 例 第 ３ 条 第 ２ 項 第 ７ 号 に 規 定 す る 別 で 定 め る 外 国 旅 行 は

  、 条 例 第 条 第 １ 項 第 ２ 号 ア 、 イ 又 は エ に 規 定 す る 場 合 に お け る

  外 国 旅 行 と す る 。

  （ 出 張 命 令 の 変 更 を 受 け た 場 合 等 の 旅 費 の 支 給 ）

第 ７ 条  条 例 第 ３ 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 別 で 定 め る 場 合 は 、 次 に 掲 げ

  る 場 合 と す る 。

    条 例 第 ３ 条 第 ２ 項 及 び 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 旅 費 の 支 給 を 受 け

    る こ と が で き る 者 が 、 傷 病 そ の 他 や む を 得 な い 事 情 に よ り 出 張

    を 中 止 し 、 又 は 変 更 し た と き 。

    条 例 第 ３ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 （ 第 １ 号 及 び 第 ４ 号 に 係 る 部 分

    に 限 る 。 ） の 規 定 に よ り 旅 費 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 職 員

    が そ の 家 族 の 旅 行 に つ い て 条 例 第 条 、 第 条 第 １ 項 及 び 第

    条 第 ２ 項 に 基 づ く 旅 費 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 場 合 で あ っ

    て 、 当 該 家 族 が 死 亡 又 は 傷 病 そ の 他 や む を 得 な い 事 情 に よ り 旅

    行 を 中 止 し 、 又 は 変 更 し た と き 。

２   条 例 第 ３ 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 別 で 定 め る も の は 、 条 例 第 条 第

  ２ 項 の 規 定 に よ り 旅 費 を 支 給 す る 場 合 を 除 く ほ か 、 次 に 掲 げ る 金

  額 と す る 。

    鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空 賃 及 び そ の 他 の 交 通 費 （ 家 族 移 転 費 の う

    ち こ れ ら に 相 当 す る 部 分 を 含 む 。 ） に つ い て は 、 条 例 第 ８ 条 第

    １ 項 各 号 、 第 ９ 条 第 １ 項 各 号 、 第 条 第 １ 項 各 号 及 び 第 条 各

    号 に 掲 げ る 各 費 用 に つ い て 、 条 例 第 ６ 条 、 第 ８ 条 か ら 第 条 ま

    で 及 び 第 条 本 文 の 規 定 に よ り 計 算 し た 額 と 現 に 支 払 っ た 額 で

    所 要 の 払 戻 手 続 を と っ た に も か か わ ら ず 払 戻 し を 受 け る こ と が

    で き な い 額 又 は 所 要 の 取 消 手 続 を と っ た に も か か わ ら ず な お 支

    払 う 必 要 が あ る 額 を 比 較 し 、 当 該 各 費 用 の い ず れ か 少 な い 額 を

    合 計 し た 額

    宿 泊 費 、 包 括 宿 泊 費 、 転 居 費 、 着 後 滞 在 費 （ 宿 泊 手 当 に 相 当

    す る 部 分 を 除 く 。 ） 、 家 族 移 転 費 （ 宿 泊 手 当 に 相 当 す る 部 分 を

    除 く 。 ） 及 び 渡 航 雑 費 に つ い て は 、 当 該 各 種 目 に つ い て 条 例 第

    ６ 条 、 第 条 、 第 条 、 第 条 、 第 条 、 第 条 第 １ 項 及 び 第

    条 の 規 定 に よ り 計 算 し た 額 と 現 に 支 払 っ た 額 で 所 要 の 払 戻 手
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    続 を と っ た に も か か わ ら ず 払 戻 し を 受 け る こ と が で き な い 額 又

    は 所 要 の 取 消 手 続 を と っ た に も か か わ ら ず な お 支 払 う 必 要 が あ

    る 額 を 比 較 し 、 当 該 各 種 目 の い ず れ か 少 な い 額 を 合 計 し た 額

    前 ２ 号 に 掲 げ る 金 額 の ほ か 、 手 数 料 そ の 他 の 出 張 命 令 の 変 更

    等 に 伴 い 支 給 す る 必 要 が あ る も の と し て 出 張 命 令 権 者 が 認 め た

    額

  （ 概 算 払 を 受 け た 旅 費 額 を 喪 失 し た 場 合 の 旅 費 の 支 給 ）

第 ８ 条   条 例 第 ３ 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 別 で 定 め る 事 情 は 、 次 に 掲 げ

  る 事 情 と す る 。

    交 通 事 故 そ の 他 の 条 例 第 ３ 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 者 の 責 め に 帰

    す る こ と が で き な い 事 情

    前 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 旅 費 の 支 給 を 受 け る こ と が で き

    る 場 合 に お け る 当 該 家 族 の 旅 行 中 の 天 災 又 は 交 通 事 故 そ の 他 の

    当 該 職 員 若 し く は 家 族 の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 事 情

２   条 例 第 ３ 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 別 で 定 め る 金 額 は 、 次 に 掲 げ る 金

  額 と す る 。

    現 に 所 持 し て い た 旅 費 額 （ 鉄 道 、 船 舶 、 航 空 機 等 を 利 用 す る

    た め の 乗 車 券 、 乗 船 券 、 航 空 券 等 で あ っ て 当 該 旅 行 に つ い て 購

    入 し た も の を 含 む 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） の 全 部 を 喪 失 し た 場

    合 に は 、 そ の 喪 失 し た 時 以 後 の 旅 行 を 完 了 す る た め 条 例 の 規 定

    に よ り 支 給 す る こ と が で き る 額

    現 に 所 持 し て い た 旅 費 額 の 一 部 を 喪 失 し た 場 合 に は 、 前 号 に

    規 定 す る 額 か ら 喪 失 を 免 れ た 旅 費 額 を 差 し 引 い た 額

  （ 出 張 命 令 簿 ）

第 ９ 条   出 張 命 令 権 者 は 、 出 張 命 令 を 発 し 、 又 は そ の 変 更 を す る に

  は 、 出 張 命 令 簿 に 管 理 者 が 定 め る 事 項 の 記 載 又 は 記 録 を し 、 当 該

  事 項 を 当 該 旅 行 者 に 通 知 し て し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 出 張

  命 令 簿 に 当 該 事 項 の 記 載 又 は 記 録 を す る い と ま が な い 場 合 、 こ の

  限 り で な い 。

２   前 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 出 張 命 令 簿 に 記 載 又 は 記 録 を し な か

  っ た 場 合 に は 、 で き る だ け 速 や か に 出 張 命 令 簿 に 同 項 に 定 め る 事

  項 の 記 載 又 は 記 録 を し な け れ ば な ら な い 。

３   第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 勤 務 場 所 か ら 往 復 ２ キ ロ メ ー ト ル

  以 内 の 地 域 へ 徒 歩 に よ り 出 張 す る 場 合 に は 、 口 頭 に よ り 出 張 命 令

  を 発 し 、 又 は こ れ を 変 更 す る こ と が で き る 。

  （ 出 張 命 令 の 変 更 の 申 請 に 係 る 資 料 の 提 出 ）

第 条   出 張 命 令 権 者 は 、 条 例 第 ５ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ

  る 旅 行 者 の 申 請 に 基 づ き 出 張 命 令 の 変 更 を す る と き は 、 当 該 旅 行

  者 に 対 し そ の 必 要 を 証 す る に 足 り る 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が で

  き る 。
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  （ 鉄 道 賃 に 係 る 鉄 道 等 ）

第 条   条 例 第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 別 で 定 め る も の は 、 次 に 掲 げ

  る も の と す る 。

    鉄 道 事 業 法 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 鉄 道 事 業 の 用 に 供 す る 鉄

    道 に 類 す る も の

    軌 道 法 第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 軌 道 に 類 す る も の

    外 国 に お け る 前 ２ 号 に 掲 げ る も の に 相 当 す る も の

２   条 例 第 ８ 条 第 １ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 別 で 定 め る 職 員 は 、 市 長 等

  が 特 別 車 両 に 乗 車 す る 場 合 に お い て 当 該 市 長 等 に 同 行 す る 職 員 の

  う ち 、 当 該 特 別 車 両 に 同 乗 す る 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 者 と す る

  。

３   条 例 第 ８ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 別 で 定 め る 額 は 、 内 国 旅 行 の 場 合

  で あ っ て 運 賃 の 等 級 が 区 分 さ れ た 鉄 道 に よ り 移 動 す る と き は 最 下

  級 （ 市 長 等 が 移 動 す る 場 合 に は 、 最 上 級 ） 、 外 国 旅 行 の 場 合 で あ

  っ て 運 賃 の 等 級 が 区 分 さ れ た 鉄 道 に よ り 移 動 す る と き は 最 上 級 （

  等 級 が ３ 以 上 に 区 分 さ れ た 鉄 道 に よ り 次 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 に 掲

  げ る 者 が 移 動 す る 場 合 に は 、 最 上 級 の 直 近 下 位 の 級 ） の 運 賃 の 額

  と す る 。

  （ 職 員 の 区 分 ）

第 条   条 例 第 ８ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 別 で 定 め る 者 は 、 次 に

  掲 げ る 者 と す る 。

    横 浜 市 水 道 局 企 業 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 年 ３ 月 水

    道 局 規 程 第 ５ 号 。 以 下 「 給 与 規 程 」 と い う 。 ） 別 表 第 １ の 職 務

    の 級 が ６ 級 以 上 の 者

    特 定 任 期 付 職 員 で あ っ て 、 そ の 職 務 が 給 与 規 程 第 ４ 条 の ２ 第

    ２ 項 第 ５ 号 か ら 第 ７ 号 ま で に 定 め る 職 務 そ の 他 こ れ に 準 ず る も

    の に 相 当 す る と 認 め ら れ る も の

２   条 例 第 ８ 条 第 ２ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 別 で 定 め る 者 は 、 次 に 掲 げ

  る 者 と す る 。

    給 与 規 程 別 表 第 １ の 職 務 の 級 が ５ 級 以 下 の 者

    給 与 規 程 別 表 第 ２ の 適 用 を 受 け る 者

    前 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 者 以 外 の 特 定 任 期 付 職 員

    そ の 他 前 各 号 に 掲 げ る 者 に 準 ず る 者

  （ 船 賃 に 係 る 船 舶 等 ）

第 条   条 例 第 ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 別 で 定 め る も の は 、 次 に 掲 げ

  る も の と す る 。

    海 上 運 送 法 第 ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 船 舶 運 航 事 業 の 用 に 供 す

    る 船 舶 に 類 す る も の

    外 国 に お け る 前 号 に 掲 げ る も の に 相 当 す る も の

２   条 例 第 ９ 条 第 １ 項 第 ４ 号 に 規 定 す る 別 で 定 め る 職 員 は 、 市 長 等
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  が 特 別 船 室 を 利 用 す る 場 合 に お い て 当 該 市 長 等 に 同 行 す る 職 員 の

  う ち 、 当 該 特 別 船 室 を 利 用 す る 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 者 と す る

  。

３   条 例 第 ９ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 別 で 定 め る 額 は 、 内 国 旅 行 の 場 合

  で あ っ て 運 賃 の 等 級 が 区 分 さ れ た 船 舶 に よ り 移 動 す る と き は 最 下

  級 （ 市 長 等 が 移 動 す る 場 合 に は 、 最 上 級 ） 、 外 国 旅 行 の 場 合 で あ

  っ て 運 賃 の 等 級 が 区 分 さ れ た 船 舶 に よ り 移 動 す る と き は 最 上 級 （

  等 級 が ３ 以 上 に 区 分 さ れ た 船 舶 に よ り 前 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 に 掲

  げ る 者 が 移 動 す る 場 合 に は 、 最 上 級 の 直 近 下 位 の 級 ） の 運 賃 の 額

  と す る 。

  （ 航 空 賃 に 係 る 航 空 機 等 ）

第 条   条 例 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 別 で 定 め る も の は 、 次 に 掲 げ

  る も の と す る 。

    航 空 法 第 ２ 条 第 項 に 規 定 す る 航 空 運 送 事 業 の 用 に 供 す る 航

    空 機 に 類 す る も の

    外 国 に お け る 前 号 に 掲 げ る も の に 相 当 す る も の

２   条 例 第 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 別 で 定 め る 額 は 、 運 賃 の 等 級 が 区

  分 さ れ た 航 空 機 に よ り 移 動 す る 場 合 に は 、 最 下 級 の 運 賃 の 額 と す

  る 。 た だ し 、 外 国 旅 行 の 場 合 で あ っ て 次 の 各 号 に 掲 げ る と き は 、

  当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

    運 賃 の 等 級 が ３ 以 上 に 区 分 さ れ た 航 空 機 に よ り 市 長 等 が 移 動

    す る と き 及 び 第 条 第 １ 項 に 掲 げ る 者 が 一 の 旅 行 区 間 に お け る

    飛 行 時 間 が ８ 時 間 以 上 の 移 動 を す る と き   最 上 級 の 直 近 下 位 の

    級 の 運 賃 の 額

    運 賃 の 等 級 が ２ に 区 分 さ れ た 航 空 機 に よ り 市 長 等 が 移 動 す る

    と き 及 び 第 条 第 １ 項 に 掲 げ る 者 が 一 の 旅 行 区 間 に お け る 飛 行

    時 間 が ８ 時 間 以 上 の 移 動 を す る と き   上 級 の 運 賃 の 額

    第 条 第 ２ 項 に 掲 げ る 者 が 一 の 旅 行 区 間 に お け る 飛 行 時 間 が

    時 間 以 上 の 移 動 を す る と き   最 下 級 の 直 近 上 位 の 級 の 運 賃 の

    額

  （ 移 動 に 要 す る 費 用 の 算 定 が で き な い 方 法 に 係 る そ の 他 の 交 通 費

  の 算 定 方 法 ）

第 条   条 例 第 条 た だ し 書 に 規 定 す る 別 で 定 め る 方 法 は 、 旅 行 の

  全 行 程 に お け る 路 程 を 通 算 し た 距 離 （ 当 該 距 離 に １ キ ロ メ ー ト ル

  未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 距 離 ） に 円 を 乗 じ

  て 算 定 す る 方 法 と す る 。

  （ 条 例 第 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 別 で 定 め る 場 合 ）

第 条   条 例 第 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 別 で 定 め る 場 合 は 、 現 に 支 払

  っ た 費 用 の 額 が 宿 泊 費 基 準 額 を 超 え る 場 合 で あ っ て 、 出 張 命 令 権

  者 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め る と き と す る 。
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    宿 泊 を 伴 う 会 議 等 に お い て 当 該 会 議 等 の 主 催 者 か ら 宿 泊 施 設

    の 指 定 が あ り 、 当 該 宿 泊 施 設 以 外 の 宿 泊 施 設 に 宿 泊 す る こ と が

    困 難 で あ る と き 。

    市 長 等 に 同 行 す る 者 が 市 長 等 と 同 一 の 宿 泊 施 設 又 は 近 隣 の 宿

    泊 施 設 に 宿 泊 し な け れ ば 公 務 の 運 営 に 支 障 が 生 じ る と き 。

    公 務 の 運 営 に 支 障 が 生 じ な い 範 囲 及 び 条 件 に お い て 検 索 し 、

    そ の 結 果 か ら 最 も 安 価 な 宿 泊 施 設 を 選 択 す る と き 。

    為 替 相 場 の 変 動 そ の 他 出 張 命 令 を 発 し た 時 に は 通 常 予 見 す る

    こ と の で き な い 事 情 が あ っ た と き 。

  （ 転 居 費 の 算 定 方 法 等 ）

第 条   条 例 第 条 に 規 定 す る 別 で 定 め る 方 法 は 、 次 に 掲 げ る い ず

  れ か の 方 法 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 外 国 旅 行 に あ っ て は 、 国

  家 公 務 員 等 の 旅 費 支 給 規 程 （ 昭 和 年 大 蔵 省 令 第 号 ） 別 表 第 ４

  の そ の 他 の 職 員 に つ い て 定 め る 容 積 又 は 重 量 の 範 囲 内 に お い て 算

  定 す る も の と す る 。

    運 送 業 者 （ 旅 行 役 務 提 供 者 に 該 当 す る 者 を 除 く 。 以 下 同 じ 。

    ） が 家 財 の 運 送 を 行 う 場 合 に は 、 複 数 の 運 送 業 者 か ら 見 積 書 を

    徴 し 、 か つ 、 そ の 中 か ら 最 も 経 済 的 な も の を 選 択 す る と き に 限

    り 、 当 該 運 送 に 要 す る 額 を 転 居 費 の 額 と す る 方 法

    旅 行 役 務 提 供 者 が 家 財 の 運 送 を 行 う 場 合 に は 、 当 該 運 送 に 要

    す る 額 を 転 居 費 の 額 と す る 方 法

    旅 行 者 が 宅 配 便 、 自 家 用 自 動 車 （ 道 路 運 送 法 第 条 第 １ 項 の

    許 可 を 受 け て 業 と し て 有 償 で 貸 し 渡 す 自 家 用 自 動 車 を 含 む 。 ）

    そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の を 利 用 し て 家 財 の 運 送 を 行 う 場 合 に

    は 、 当 該 運 送 に 要 す る 額 （ 当 該 額 が 当 該 運 送 を 運 送 業 者 に 依 頼

    し た も の と し て 第 １ 号 に 規 定 す る 方 法 に よ り 算 定 し た 額 を 超 え

    る と き （ 次 項 の 規 定 に よ り 当 該 算 定 し た 額 と 合 計 す る 場 合 を 除

    く 。 ） は 、 当 該 算 定 し た 額 ） を 転 居 費 の 額 と す る 方 法

２   前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 出 張 命 令 権 者 が や む を 得 な い 事 情 が

  あ る と 認 め る 場 合 は 、 前 項 各 号 に 掲 げ る ２ 以 上 の 方 法 に よ り そ れ

  ぞ れ 算 定 し た 額 の 合 計 額 を 転 居 費 の 額 と す る こ と が で き る 。

３   第 １ 項 の 方 法 に よ る 算 定 に 当 た っ て は 、 条 例 の 規 定 に よ り 他 の

  種 目 と し て 支 給 を 受 け る 費 用 そ の 他 の 公 費 に よ る 支 給 が 適 当 で な

  い 費 用 と し て 管 理 者 が 別 に 定 め る も の を 除 く も の と す る 。

４   職 員 又 は 家 族 が 横 浜 市 以 外 の 者 か ら 赴 任 に 係 る 旅 費 の 支 給 又 は

  こ れ に 相 当 す る 金 額 の 支 払 を 受 け る 場 合 に は 、 前 ３ 項 の 規 定 に よ

  り 算 定 し た 転 居 費 の 額 か ら 当 該 支 給 又 は 当 該 支 払 を 受 け る 金 額 を

  差 し 引 く こ と と す る 。

  （ 渡 航 雑 費 と し て 支 給 す る 費 用 ）

第 条   条 例 第 条 に 規 定 す る 別 で 定 め る 費 用 は 、 次 に 掲 げ る 費 用
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  （ 公 務 の た め 特 に 必 要 と す る も の に 限 る 。 ） と す る 。

    保 険 料

    医 薬 品 の 購 入 に 係 る 費 用

    携 行 品 の 購 入 に 係 る 費 用

    健 康 診 断 そ の 他 の 医 療 機 関 で の 受 診 に 係 る 費 用

    条 例 第 条 に 規 定 す る 費 用 に 類 し 、 又 は 付 随 す る 費 用

    前 各 号 に 掲 げ る 費 用 の ほ か 、 旅 行 者 の 負 担 と す べ き で な い も

    の と し て 管 理 者 が 定 め る 費 用

  （ 退 職 者 等 の 旅 費 ）

第 条   条 例 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 別 で 定 め る 期 間 は 、 退 職 等 の

  日 の 翌 日 か ら ３ 月 と す る 。 た だ し 、 天 災 そ の 他 や む を 得 な い 事 情

  が あ る 場 合 に は 、 出 張 命 令 権 者 は 当 該 期 間 を 延 長 す る こ と が で き

  る 。

２   条 例 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 別 で 定 め る も の は 、 次 に 掲 げ る 旅

  費 と す る 。

    条 例 第 ３ 条 第 ２ 項 第 １ 号 の 規 定 に よ り 旅 費 を 支 給 す る 場 合 に

    は 、 次 に 掲 げ る 旅 費

    ア   職 員 が 出 張 の た め の 内 国 旅 行 中 に 退 職 等 と な っ た 場 合 に は

      、 出 張 の 例 に 準 じ 、 退 職 等 と な る 直 前 に 該 当 し て い た 第 条

      各 項 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 該 当 す る 者 （ 以 下 「 退 職 等 前 の 区

      分 該 当 者 」 と い う 。 ） と し て 退 職 等 の 日 に い た 地 か ら 旧 勤 務

      場 所 に 旅 行 す る も の と し て 計 算 し た 旅 費

    イ   職 員 が 赴 任 の た め の 内 国 旅 行 中 に 退 職 等 と な っ た 場 合 に は

      、 赴 任 の 例 に 準 じ 、 退 職 等 前 の 区 分 該 当 者 と し て 退 職 等 の 日

      に い た 地 か ら 新 勤 務 場 所 に 旅 行 す る も の と し て 計 算 し た 旅 費

    本 邦 へ の 出 張 の た め の 外 国 旅 行 中 の 外 国 勤 務 の 職 員 が 条 例 第

    ３ 条 第 ２ 項 第 １ 号 の 規 定 に 該 当 す る 場 合 に お い て 、 同 号 の 規 定

    に よ り 旅 費 を 支 給 す る と き は 、 当 該 職 員 の 本 邦 へ の 出 張 に お け

    る 出 張 地 を 旧 勤 務 場 所 と み な し て 前 号 ア の 規 定 に 準 じ た 旅 費 の

    ほ か 、 次 号 ウ 又 は エ 及 び 次 項 の 規 定 に 準 じ た 旅 費

    条 例 第 ３ 条 第 ２ 項 第 ４ 号 の 規 定 に よ り 旅 費 を 支 給 す る 場 合 に

    は 、 次 に 掲 げ る 旅 費

    ア   外 国 勤 務 の 職 員 が そ の 勤 務 地 に お い て 退 職 等 と な っ た 場 合

      に は 、 赴 任 の 例 に 準 じ 、 退 職 等 前 の 区 分 該 当 者 と し て 旧 勤 務

      場 所 か ら 本 邦 内 の 地 に 旅 行 す る も の と し て 計 算 し た 旅 費 （ 着

      後 滞 在 費 を 除 く 。 ）

    イ   本 邦 勤 務 の 職 員 が 出 張 の た め の 外 国 旅 行 中 に 退 職 等 と な っ

      た 場 合 に は 、 出 張 の 例 に 準 じ 、 退 職 等 前 の 区 分 該 当 者 と し て

      出 張 地 か ら 本 邦 内 の 地 に 旅 行 す る も の と し て 計 算 し た 旅 費

    ウ   外 国 勤 務 の 職 員 が 出 張 の た め の 外 国 旅 行 中 に 退 職 等 と な り
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      、 出 張 地 か ら 旧 勤 務 場 所 を 経 由 し な い で 当 該 退 職 等 に 伴 う 旅

      行 を し た 場 合 に は 、 次 に 掲 げ る 旅 費

        イ の 規 定 に 準 じ た 旅 費

        家 財 又 は 家 族 を 旧 勤 務 地 か ら 本 邦 に 移 転 す る 必 要 が あ る

        場 合 に は 、 に 掲 げ る 旅 費 の ほ か 、 赴 任 の 例 に 準 じ 、 退 職

        等 前 の 区 分 該 当 者 と し て 旧 勤 務 場 所 か ら 本 邦 内 の 地 に 旅 行

        す る も の と し て 算 定 し た 転 居 費 及 び 家 族 移 転 費

    エ   外 国 勤 務 の 職 員 が 出 張 の た め の 外 国 旅 行 中 に 退 職 等 と な り

      、 出 張 地 か ら 旧 勤 務 場 所 を 経 由 し て 当 該 退 職 等 に 伴 う 旅 行 を

      し た 場 合 に は 、 次 に 掲 げ る 旅 費

        出 張 の 例 に 準 じ 、 退 職 等 前 の 区 分 該 当 者 と し て 出 張 地 か

        ら 旧 勤 務 場 所 に 旅 行 す る も の と し て 計 算 し た 旅 費

        ア の 規 定 に 準 じ た 旅 費

３   前 項 第 ３ 号 の 規 定 に 該 当 す る 場 合 を 除 く ほ か 、 職 員 が 外 国 旅 行

  中 に お い て 退 職 等 と な っ た 場 合 に お い て 条 例 第 ３ 条 第 ２ 項 第 ４ 号

  の 規 定 に よ り 支 給 す る 旅 費 は 、 前 項 第 ３ 号 の 規 定 に 準 じ て 管 理 者

  が 定 め る 。

  （ 遺 族 等 の 旅 費 ）

第 条   条 例 第 条 に 規 定 す る 別 で 定 め る も の は 、 次 に 掲 げ る 旅 費

  と す る 。

    本 邦 勤 務 の 職 員 が 条 例 第 ３ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 の 規 定 に 該 当 す る

    場 合 に お い て 、 同 号 の 規 定 に よ り 旅 費 を 支 給 す る と き は 、 次 に

    掲 げ る 旅 費

    ア   職 員 が 出 張 の た め の 内 国 旅 行 中 に 死 亡 し た 場 合 に は 、 出 張

      の 例 に 準 じ 、 職 員 が 遺 族 の 居 住 地 （ 外 国 在 住 の 遺 族 の 場 合 に

      は 、 本 邦 に お け る 外 国 か ら の 到 着 地 ） と 死 亡 地 と の 間 を 往 復

      す る も の と し て 計 算 し た 旅 費

    イ   職 員 が 赴 任 の た め の 内 国 旅 行 中 に 死 亡 し た 場 合 に は 、 ア に

      掲 げ る 旅 費 の ほ か 、 赴 任 の 例 に 準 じ 、 職 員 が 死 亡 地 か ら 新 居

      住 地 に 旅 行 す る も の と し て 計 算 し た 旅 費

    本 邦 へ の 出 張 の た め の 外 国 旅 行 中 の 外 国 勤 務 の 職 員 が 条 例 第

    ３ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 の 規 定 に 該 当 す る 場 合 に お い て 、 同 号 の 規 定

    に よ り 旅 費 を 支 給 す る と き は 、 第 ４ 号 ア の 規 定 に 準 じ た 旅 費

    条 例 第 ３ 条 第 ２ 項 第 ３ 号 の 規 定 に よ り 旅 費 を 支 給 す る 場 合 に

    は 、 出 張 の 例 に 準 じ 、 職 員 が 遺 族 の 居 住 地 か ら 帰 住 地 （ 外 国 に

    帰 住 す る 場 合 に は 、 本 邦 に お け る 外 国 へ の 出 発 地 ） に 旅 行 す る

    も の と し て 計 算 し た 旅 費 （ 宿 泊 費 及 び 包 括 宿 泊 費 を 除 く 。 ）

    条 例 第 ３ 条 第 ２ 項 第 ５ 号 の 規 定 に よ り 支 給 す る 旅 費 は 、 次 に

    掲 げ る 旅 費

    ア   出 張 の 例 に 準 じ 、 職 員 が 遺 族 の 居 住 地 と 死 亡 地 と の 間 を 往
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      復 す る も の と し て 計 算 し た 旅 費

    イ   職 員 が 赴 任 の た め の 外 国 旅 行 中 に 死 亡 し た 場 合 に は 、 ア に

      掲 げ る 旅 費 の ほ か 、 赴 任 の 例 に 準 じ 、 職 員 が 死 亡 地 か ら 新 居

      住 地 に 旅 行 す る も の と し て 計 算 し た 旅 費

    条 例 第 ３ 条 第 ２ 項 第 ６ 号 の 規 定 に よ り 支 給 す る 旅 費 は 、 赴 任

    の 例 に 準 じ 、 職 員 が 居 住 地 か ら 帰 住 地 （ 本 邦 内 の 地 に 限 る 。 ）

    に 旅 行 す る も の と し て 算 定 し た 転 居 費 及 び 家 族 移 転 費 （ 着 後 滞

    在 費 に 相 当 す る 部 分 を 除 く 。 ）

    条 例 第 ３ 条 第 ２ 項 第 ７ 号 の 規 定 に よ り 支 給 す る 旅 費 は 、 出 張

    の 例 に 準 じ 、 職 員 が 居 住 地 と 死 亡 地 と の 間 を 往 復 す る も の と し

    て 計 算 し た 旅 費

２   遺 族 が 前 項 第 １ 号 か ら 第 ５ 号 ま で に 規 定 す る 旅 費 の 支 給 を 受 け

  る 順 位 は 、 条 例 第 ２ 条 第 ９ 号 に 掲 げ る 順 序 に よ り 、 同 順 位 者 が あ

  る 場 合 に は 、 年 長 者 を 先 に す る 。

  （ 旅 費 の 精 算 等 ）

第 条   概 算 払 に 係 る 旅 費 の 支 給 を 受 け た 旅 行 者 は 、 当 該 旅 行 を 完

  了 し た 後 、 横 浜 市 水 道 局 会 計 規 程 （ 昭 和 年 ４ 月 水 道 局 規 程 第 ９

  号 。 以 下 「 会 計 規 程 」 と い う 。 ） 第 条 第 １ 項 で 規 定 す る 日 （

  休 日 等 を 含 ま な い 。 ） 以 内 に 、 旅 費 の 精 算 を し な け れ ば な ら な い

  。

２   概 算 払 に 係 る 旅 費 の 支 給 を 受 け た 旅 行 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る

  精 算 の 結 果 精 算 残 金 が あ っ た 場 合 に は 、 会 計 規 程 第 条 第 ２ 項 の

  規 定 に 基 づ き 返 納 し な け れ ば な ら な い 。

３   管 理 者 は 、 そ の 支 出 し 、 又 は 支 払 っ た 概 算 払 に 係 る 旅 費 の 支 給

  を 受 け た 旅 行 者 が 第 １ 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 旅 費 の 精 算 を し な か

  っ た 場 合 又 は 前 項 に 規 定 す る 返 納 し な か っ た 場 合 に は 、 管 理 者 が

  そ の 後 に お い て そ の 者 に 対 し 支 出 し 、 又 は 支 払 う 給 与 又 は 旅 費 の

  額 か ら 当 該 概 算 払 に 係 る 旅 費 額 又 は 当 該 精 算 残 金 に 相 当 す る 金 額

  を 差 し 引 く こ と が で き る 。

４   条 例 第 条 に 規 定 す る 請 求 又 は 精 算 に 必 要 な 資 料 の 種 類 そ の 他

  の 必 要 な 事 項 は 、 管 理 者 が 別 に 定 め る 。

  （ 給 与 の 種 類 ）

第 条   条 例 第 条 第 ２ 項 及 び 前 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 給 与 の 種 類 は

  、 給 料 、 扶 養 手 当 、 地 域 手 当 、 単 身 赴 任 手 当 、 特 殊 勤 務 手 当 、 超

  過 勤 務 手 当 、 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 、 休 日 給 、 夜 勤 手 当 及 び 管 理

  職 手 当 又 は こ れ ら に 相 当 す る 給 与 と す る 。

  （ 勤 務 場 所 等 以 外 の 地 を 出 発 地 又 は 到 着 地 と す る 場 合 の 旅 費 ）

第 条   勤 務 場 所 （ 常 時 勤 務 す る 勤 務 場 所 の な い 場 合 又 は 出 張 命 令

  権 者 が 認 め る 場 合 に は 、 住 所 、 居 所 そ の 他 出 張 命 令 権 者 が 認 め る

  場 所 。 事 項 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 旅 行 地 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「
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  勤 務 場 所 等 」 と い う 。 ） 以 外 の 地 を 出 発 地 と し て 旅 行 す る 場 合 に

  お け る 旅 費 の 支 給 額 は 、 勤 務 場 所 等 以 外 の 地 か ら 目 的 地 に 至 る 旅

  費 の 額 と 勤 務 場 所 等 か ら 目 的 地 に 至 る 旅 費 の 額 を 比 較 し 、 い ず れ

  か 少 な い 額 と す る 。

２   既 に 旅 行 し て い る 者 が 、 旅 行 地 か ら 勤 務 場 所 以 外 の 地 を 到 着 地

  と し て 旅 行 す る 場 合 に お け る 旅 費 の 支 給 額 は 、 旅 行 地 か ら 勤 務 場

  所 以 外 の 地 に 至 る 旅 費 の 額 と 旅 行 地 か ら 勤 務 場 所 に 至 る 旅 費 の 額

  を 比 較 し 、 い ず れ か 少 な い 額 と す る 。

  （ 本 邦 通 過 の 場 合 の 旅 費 ）

第 条   外 国 旅 行 中 本 邦 を 通 過 す る 場 合 に は 、 そ の 本 邦 内 の 旅 行 に

  つ い て 支 給 す る 旅 費 は 、 内 国 旅 行 の 規 定 に よ る 。 た だ し 、 外 国 航

  路 の 船 舶 又 は 航 空 機 に よ り 本 邦 を 出 発 し 、 又 は 本 邦 に 到 着 し た 場

  合 に お け る 船 賃 又 は 航 空 賃 に つ い て は 、 外 国 旅 行 の 規 定 に よ る 。

２   前 項 本 文 の 場 合 に お い て 、 条 例 第 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 の 適

  用 に つ い て は 、 本 邦 出 発 の 場 合 に は そ の 外 国 へ の 出 発 地 を 新 居 住

  地 又 は 居 住 地 と み な す 。

  （ 年 度 経 過 等 に よ る 区 分 ）

第 条   旅 行 中 に お け る 年 度 の 経 過 、 職 務 の 変 更 等 の た め 鉄 道 賃 、

  船 賃 、 航 空 賃 及 び そ の 他 の 交 通 費 （ 家 族 移 転 費 の う ち こ れ ら に 相

  当 す る 部 分 を 含 む 。 ） を 区 分 し て 算 定 す る 必 要 が あ る 場 合 に は 、

  年 度 の 経 過 、 職 務 の 変 更 等 の 後 に 最 初 の 目 的 地 に 到 着 す る ま で の

  分 及 び そ れ 以 後 の 分 に 区 分 し て 算 定 す る 。

  （ 委 任 ）

第 条   こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。

      附   則

  こ の 規 程 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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交 通 局

　

  横 浜 市 交 通 局 企 業 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者    

交 通 局 長   三   村   庄   一

交 通 局 規 程 第 ８ 号 （ 令 和 ８ 年 ３ 月 日 掲 示 済 ）

　 　 　 横 浜 市 交 通 局 企 業 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正

　 　 　 す る 規 程

  横 浜 市 交 通 局 企 業 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 （ 平 成 年 ３ 月 交 通 局

規 程 第 ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 ７ 条 中 第 ５ 項 を 第 ６ 項 と し 、 第 ４ 項 を 第 ５ 項 と し 、 同 条 第 ３ 項

の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。

４   前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 企 業 職 員 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職

  員 で そ の 職 務 の 級 が ７ 級 以 上 で あ る も の の 第 １ 項 の 規 定 に よ る 昇

  給 は 、 同 項 に 規 定 す る 期 間 に お け る 当 該 職 員 の 勤 務 成 績 が 極 め て

  良 好 で あ る 場 合 又 は 特 に 良 好 で あ る 場 合 に 限 り 行 う も の と し 、 昇

  給 さ せ る 場 合 の 昇 給 の 号 給 数 は 、 勤 務 成 績 に 応 じ て 管 理 者 が 別 に

  定 め る 基 準 に 従 い 決 定 す る も の と す る 。

  第 条 第 １ 項 中 第 １ 号 を 削 り 、 第 ２ 号 を 第 １ 号 と し 、 第 ３ 号 か ら

第 ６ 号 ま で を １ 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。

  第 条 第 ２ 項 第 ３ 号 中 「 前 項 第 ６ 号 」 を 「 前 項 第 ５ 号 」 に 改 め る

。

  第 条 第 １ 項 た だ し 書 中 「 前 条 第 １ 項 第 １ 号 及 び 第 ３ 号 か ら 第 ６

号 ま で 」 を 「 前 条 第 １ 項 第 ２ 号 か ら 第 ５ 号 ま で 」 に 改 め 、 「 配 偶 者

、 」 を 削 る 。

  第 条 第 ２ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

２   扶 養 手 当 の 月 額 は 、 前 条 第 １ 項 第 １ 号 に 該 当 す る 扶 養 親 族 （ 以

  下 「 扶 養 親 族 た る 子 」 と い う 。 ） に つ い て は １ 人 に つ き 13,000 円

  、 扶 養 親 族 た る 父 母 等 に つ い て は １ 人 に つ き 6,500 円 （ 企 業 職 員

  給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が ７ 級 で あ る 職 員 （ 以

  下 「 企 ７ 級 職 員 」 と い う 。 ） に あ っ て は 、 3,500 円 ） と す る 。

  第 条 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 配 偶 者 、 」 及 び 「 （ 新 た に 職 員 と

な っ た 者 に 扶 養 親 族 た る 子 が あ る 場 合 又 は 職 員 に 第 １ 号 に 掲 げ る 事

実 が 生 じ た 場 合 （ 扶 養 親 族 た る 子 と し て の 要 件 を 具 備 す る に 至 っ た

者 が あ る 場 合 に 限 る 。 ） に お い て 、 そ の 職 員 に 配 偶 者 が な い と き は

、 そ の 旨 を 含 む 。 ） 」 を 削 り 、 同 条 第 １ 号 中 「 配 偶 者 、 」 を 削 り 、

同 条 第 ２ 号 中 「 第 ３ 号 又 は 第 ５ 号 」 を 「 第 ２ 号 又 は 第 ４ 号 」 に 改 め

31

31

27

12

12

13

13

14
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、 「 配 偶 者 、 」 を 削 り 、 同 条 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 を 削 る 。

  第 条 第 １ 項 中 「 配 偶 者 、 」 を 削 り 、 同 条 第 ２ 項 中 「 前 項 た だ し

書 」 の 前 に 「 こ の 場 合 に お い て 、 」 を 加 え 、 「 （ 扶 養 親 族 た る 子 で

同 条 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の が あ る 職 員 で 配 偶 者 の な い も の が

第 条 第 １ 項 第 １ 号 に 該 当 す る 扶 養 親 族 （ 以 下 「 扶 養 親 族 た る 配 偶

者 」 と い う 。 ） を 有 す る に 至 っ た 場 合 に お け る 当 該 扶 養 親 族 た る 子

に 係 る 扶 養 手 当 の 支 給 額 の 改 定 を 除 く 。 ） 、 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 実 が

生 じ た 場 合 に お け る 扶 養 手 当 の 支 給 額 の 改 定 （ 扶 養 親 族 た る 配 偶 者

で 前 条 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の 及 び 扶 養 親 族 た る 子 で 同 条 の 規

定 に よ る 届 出 に 係 る も の が あ る 職 員 が 配 偶 者 の な い 職 員 と な っ た 場

合 に お け る 当 該 扶 養 親 族 た る 子 に 係 る 扶 養 手 当 の 支 給 額 の 改 定 に 限

る 。 ） 」 及 び 「 若 し く は 第 ５ 号 」 を 削 り 、 同 項 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 を

削 り 、 同 項 第 ５ 号 中 「 配 偶 者 、 」 を 削 り 、 同 号 を 同 項 第 ３ 号 と し 、

同 項 第 ６ 号 中 「 配 偶 者 、 」 を 削 り 、 同 号 を 同 項 第 ４ 号 と し 、 同 項 第

７ 号 中 「 配 偶 者 、 」 を 削 り 、 同 号 を 同 項 第 ５ 号 と し 、 同 項 第 ８ 号 中

「 配 偶 者 、 」 を 削 り 、 同 号 を 同 項 第 ６ 号 と し 、 同 項 第 ９ 号 中 「 同 項

」 を 「 前 条 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 ７ 号 と す る 。

  第 条 第 ２ 項 第 ２ 号 中 「 運 輸 職 員 （ バ ス 乗 務 員 及 び バ ス 整 備 員 に

限 る 。 ） 」 を 「 職 員 （ 運 輸 一 般 事 務 職 員 の 職 種 に あ る 者 を 除 く 。 ）

」 に 改 め る 。

  第 条 第 ２ 項 中 「 55,000 円 」 を 「 150,000 円 」 に 改 め 、 同 条 第 ４

項 中 「 前 ３ 項 」 を 「 前 ４ 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ５ 項 と し 、 同 条

第 ３ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。

４   通 勤 の た め 新 幹 線 鉄 道 等 の 特 別 急 行 列 車 そ の 他 の 交 通 機 関 等 を

  利 用 す る 職 員 に つ い て は 別 に 定 め る 。

  第 条 第 ２ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

２   管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 の 額 は 、 勤 務 １ 回 に つ き 12,000 円 を 超 え

  な い 範 囲 内 に お い て 管 理 者 が 別 に 定 め る 額 （ 当 該 勤 務 に 従 事 す る

  時 間 等 を 考 慮 し て 管 理 者 が 別 に 定 め る 勤 務 を し た 職 員 に あ っ て は

  、 そ の 額 に 100 分 の 150 を 乗 じ て 得 た 額 ） と す る 。

  別 表 第 １ を 次 の よ う に 改 め る 。

15

12

19

20

28
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別表第１(第３条)

企業職員給料表(一)

職員の 職務の級 １　　級 ２　　級 ３　　級 ４　　級 ５　　級 ６　　級 ７　　級 ８　　級

区分 号給　 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

　　　円 　　　円 　　　円 　　　円 　　　円 　　　円 　　　円 　　　円

184,000 247,300 278,200 318,300 367,600 415,800 522,500 569,300

185,200 248,900 279,400 320,200 369,400 418,300 529,000 575,700

186,400 250,500 280,600 322,100 371,200 420,700 534,100 581,700

187,600 252,100 281,800 324,000 373,000 423,100 538,300 587,300

188,800 253,700 283,100 325,900 374,800 425,500 542,400 592,400

190,100 255,200 284,500 327,800 376,600 427,800 545,800 596,700

191,400 256,700 286,000 329,700 378,400 430,100 548,400 600,900

192,700 258,200 287,500 331,600 380,100 432,400 550,800 604,900

194,000 259,700 289,000 333,400 381,800 434,700 552,900 608,700

195,300 261,100 290,500 335,200 383,400 436,900 612,200

196,600 262,500 292,100 337,000 384,900 439,200

197,900 263,900 293,700 338,800 386,400 441,500

199,200 265,300 295,300 340,600 387,800 443,700

200,600 266,700 296,900 342,400 389,100 445,800

202,000 268,000 298,500 344,200 390,400 447,900

203,500 269,300 300,100 346,000 391,600 449,900

205,000 270,600 301,700 347,800 392,700 451,900

206,500 271,900 303,300 349,600 393,800 453,800

208,100 273,200 304,700 351,400 394,900 455,600

209,700 274,500 306,100 353,200 396,000 457,300

211,300 275,800 307,500 355,000 397,100 458,900

213,500 277,100 308,900 356,800 398,200 460,500

215,700 278,400 310,300 358,600 399,300 462,000

218,100 279,700 311,700 360,400 400,300 463,400

220,700 281,000 313,100 362,200 401,200 464,700

223,300 282,300 314,500 364,000 402,100 465,900

225,900 283,600 315,900 365,800 403,000 467,000

228,500 284,900 317,300 367,500 403,800 468,000

230,900 286,200 318,700 369,200 404,600 468,900

232,900 287,500 320,400 370,800 405,300 469,700

234,800 288,800 322,100 372,400 405,900 470,600

236,500 290,100 323,900 374,000 406,500 471,400

238,000 291,400 325,700 375,600 407,100 472,100

239,300 292,700 327,500 377,100 407,600 472,800

240,600 294,000 329,300 378,600 408,100 473,500

241,900 295,300 331,100 380,000 408,700 474,200

243,100 296,600 332,900 381,200 409,300 474,800

244,300 297,900 334,700 382,400 409,800 475,400

245,500 299,200 336,500 383,600 410,300 476,100

246,700 300,500 338,300 384,800 410,700 476,800

247,900 301,800 340,100 386,000 411,200 477,500

37

38

39

40

41

30

31

32

33

34

35

28

29

18

19

20

21

22

23

36

1

2

3

4

5

12

13

14

15

16

17

6

7

8

9

10

11

24

25

26

27
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249,100 303,100 341,900 387,200 411,600 478,100

250,300 304,400 343,700 388,300 412,000 478,800

251,500 305,700 345,500 389,400 412,400 479,500

252,700 307,000 347,300 390,400 412,800 480,100

253,900 308,300 349,100 391,300 413,100 480,700

255,100 309,600 350,900 392,200 413,500 481,400

256,300 310,900 352,700 392,900 413,800 482,100

257,500 312,200 354,400 393,600 414,100 482,700

258,700 313,500 356,200 394,300 414,500 483,400

259,900 314,800 357,900 395,000 414,800 484,100

261,100 316,100 359,600 395,600 415,100 484,700

262,300 317,400 361,200 396,200 415,400 485,300

263,500 318,700 362,700 396,800 415,700 486,000

264,700 320,000 364,100 397,300 416,100 486,700

265,900 321,300 365,500 397,700 416,400 487,300

267,100 322,600 366,800 398,000 416,700 487,900

268,300 323,900 368,100 398,400 417,100 488,500

269,500 325,200 369,400 398,700 417,400 489,200

270,700 326,500 370,600 399,000 417,700 489,900

271,900 327,700 371,700 399,300 418,000 490,500

273,100 328,900 372,700 399,600 418,300 491,200

274,300 330,100 373,600 399,900 418,700 491,900

275,500 331,300 374,500 400,200 419,000 492,500

276,700 332,500 375,400 400,500 419,400 493,100

277,900 333,700 376,200 400,800 419,900 493,800

279,100 334,900 376,900 401,100 420,300 494,500

280,300 336,100 377,500 401,400 420,700 495,200

281,500 337,200 378,100 401,700 421,100 495,800

282,700 338,300 378,800 402,000 421,600 496,500

283,900 339,400 379,400 402,300 422,000 497,200

285,100 340,400 380,000 402,600 422,400 497,800

286,300 341,400 380,500 402,900 422,800 498,400

287,500 342,400 380,900 403,200 423,300 499,100

288,700 343,400 381,300 403,500 423,700 499,800

289,900 344,400 381,700 403,800 424,100 500,400

291,100 345,400 382,100 404,100 424,500

292,300 346,300 382,500 404,400 424,900

293,500 347,200 382,900 404,700 425,400

294,700 348,000 383,200 405,000 425,800

295,900 348,700 383,600 405,300 426,200

297,100 349,400 384,000 405,600 426,600

298,300 350,100 384,400 405,900 427,100

299,300 350,700 384,800 406,200 427,500

300,100 351,300 385,100 406,500 427,900

300,900 351,900 385,500 406,900 428,400

301,500 352,500 385,800 407,200 428,900

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

87

81

82

83

84

85

86

75

76

77

78

79

80

66

67

68

69

70

71

72

73

74

60

61

62

63

64

65

54

55

56

57

58

59

48

49

50

51

52

53

42

43

44

45

46

47
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302,100 353,100 386,200 407,500 429,300

302,500 353,600 386,500 407,800 429,700

303,000 354,100 386,900 408,100 430,100

303,400 354,600 387,200 408,500 430,600

303,900 355,100 387,600 408,800 431,000

304,200 355,700 387,900 409,100 431,400

304,600 356,200 388,300 409,500 431,900

304,900 356,600 388,700 409,800 432,300

305,300 357,100 389,000 410,100 432,700

305,700 357,600 389,300 410,400 433,100

306,100 358,100 389,700 410,700 433,600

306,500 358,600 390,100 411,000 434,100

306,800 359,100 390,400 411,400 434,500

307,100 359,500 390,800 411,800 434,900

307,400 359,800 391,200 412,300 435,300

307,700 360,100 391,600 412,700 435,700

308,000 360,400 391,900 413,100 436,100

308,400 360,700 392,300 413,400 436,500

392,700 413,800

393,100 414,300

393,400 414,700

393,800 415,100

394,200 415,500

394,500 416,000

394,900 416,400

395,200 416,700

395,600 417,100

396,000 417,600

396,300 418,000

396,700 418,400

397,100 418,900

397,400 419,400

397,700 419,800

398,000 420,200

420,700

421,100

421,500

421,900

422,400

422,900

423,300

423,700

基　準
給料月額

基　準
給料月額

基　準
給料月額

基　準
給料月額

基　準
給料月額

基　準
給料月額

基　準
給料月額

基　準
給料月額

129

123

124

125

126

127

128

117

118

119

120

121

122

111

112

113

114

115

116

105

106

107

108

109

110

99

100

101

102

103

104

93

94

95

96

97

98

88

89

90

91

92

定
年
前
再

間
勤
務
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備考　この給料表は、他の給料表の適用を受けてない全ての職員に適用する。

409,200227,800 269,500 290,100 305,700 333,100 374,800200,300

再
任
用
短
時

務
職
員
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  別 表 第 ２ 企 業 職 員 給 料 表 （ 二 ） の 表 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員

の 項 及 び 別 表 第 ３ 企 業 職 員 給 料 表 （ 三 ） の 表 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤

務 職 員 の 項 中 「 198,400 」 を 「 200,300 」 に 、 「 223,900 」 を 「 2

27,800 」 に 、 「 259,200 」 を 「 269,500 」 に 改 め る 。

      附   則

  （ 施 行 期 日 ）

１   こ の 規 程 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

  （ 号 給 の 切 替 え ）

２   こ の 規 程 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） の 前 日 に お い

  て こ の 規 程 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 交 通 局 企 業 職 員 の 給 与 に 関 す る

  規 程 別 表 第 １ の 給 料 表 の 適 用 を 受 け て い た 職 員 で あ っ て 同 日 に お

  い て そ の 者 が 属 し て い た 職 務 の 級 が 附 則 別 表 に 掲 げ ら れ て い る 職

  務 の 級 で あ っ た も の の 施 行 日 に お け る 号 給 （ 以 下 「 新 号 給 」 と い

  う 。 ） は 、 施 行 日 の 前 日 に お い て そ の 者 が 属 し て い た 職 務 の 級 及

  び 同 日 に お い て そ の 者 が 受 け て い た 号 給 （ 以 下 「 旧 号 給 」 と い う

  。 ） に 応 じ て 同 表 に 定 め る 号 給 と す る 。

  （ 施 行 日 前 の 異 動 者 の 号 給 の 調 整 ）

３   施 行 日 前 に 職 務 の 級 を 異 に す る 異 動 を し た 職 員 の 新 号 給 に つ い

  て は 、 そ の 者 が 施 行 日 に お い て 当 該 異 動 を し た も の と し た 場 合 と

  の 権 衡 上 必 要 と 認 め ら れ る 限 度 に お い て 、 管 理 者 が 別 に 定 め る と

  こ ろ に よ り 、 必 要 な 調 整 を 行 う こ と が で き る 。

  （ 令 和 ９ 年 ３ 月 日 ま で の 間 に お け る 扶 養 手 当 に 関 す る 経 過 措 置

  ）

４   施 行 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 日 ま で の 間 に お け る こ の 規 程 に よ る

  改 正 後 の 横 浜 市 交 通 局 企 業 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 （ 以 下 「 新 給

  与 規 程 」 と い う 。 ） 第 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 新 給 与 規 程

  第 条 第 １ 項 中

  「   心 身 に 著 し い 障 害 が あ る 者 」 と あ る の は

  「   心 身 に 著 し い 障 害 が あ る 者

      配 偶 者 （ 届 出 を し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ

      る 者 を 含 む 。 ） 」

  と 、 同 第 条 第 ２ 項 中 「 13,000 円 」 と あ る の は 「 11,500 円 」 と 、

  「 と す る 」 と あ る の は 「 、 前 条 第 １ 項 第 ６ 号 に 該 当 す る 扶 養 親 族

  に つ い て は 3,500 円 と す る 」 と す る 。

31

31

13

12

(５)

(５)

(６)

13
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附則別表　職員の号給の切替表

　企業職員給料表（一）の適用を受ける職員の新号給

１級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1 1 2

6 1 1 1 1 1 1 2

7 1 1 1 1 1 1 2

8 1 1 1 1 1 1 3

9 1 1 1 1 1 1 3

10 2 1 1 1 1 1 3

11 3 1 1 1 1 1 4

12 4 1 1 1 1 1 4

13 5 1 1 1 1 1 4

14 6 2 2 1 1 1 5

15 7 3 2 1 1 1 5

16 8 4 2 1 1 1 5

17 9 5 3 1 1 1 6

18 10 6 3 1 1 1 6

19 11 7 3 1 1 1 6

20 12 8 3 1 1 1 7

21 13 9 4 1 1 1 7

22 14 10 4 1 1 1 7

23 15 11 4 1 1 1 8

24 16 12 4 1 1 1 8

25 17 13 5 1 1 1 8

26 18 14 6 1 1 1 9

27 19 15 7 1 1 2 9

28 20 16 8 1 1 2 9

29 21 17 9 1 1 2 9

30 22 18 10 1 2 2 10

31 23 19 11 1 3 2 10

32 24 20 12 1 4 2 10

33 25 21 13 1 5 2 10

34 26 22 14 1 6 2 10

35 27 23 15 1 7 3 10

旧号給
新　　　　　号　　　　　給
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36 28 24 16 1 8 3 10

37 29 25 17 1 9 3 10

38 30 26 18 2 10 3 10

39 31 27 19 3 11 3 10

40 32 28 20 4 12 3 10

41 33 29 21 5 13 4 10

42 34 30 22 6 14 4 10

43 35 31 23 7 15 4 10

44 36 32 24 8 16 4 10

45 37 33 25 9 17 4 10

46 38 34 26 10 18 5 10

47 39 35 27 11 19 5 10

48 40 36 28 12 20 5 10

49 41 37 29 13 21 5 10

50 42 38 30 14 22 5 10

51 43 39 31 15 23 6 10

52 44 40 32 16 24 6 10

53 45 41 33 17 25 6 10

54 46 42 34 18 26 6 10

55 47 43 35 19 27 7 10

56 48 44 36 20 28 7 10

57 49 45 37 21 29 7 10

58 50 46 38 22 30 8

59 51 47 39 23 31 8

60 52 48 40 24 32 8

61 53 49 41 25 33 9

62 54 50 42 26 34

63 55 51 43 27 35

64 56 52 44 28 36

65 57 53 45 29 37

66 58 54 46 30 38

67 59 55 47 31 39

68 60 56 48 32 40

69 61 57 49 33 41

70 62 58 50 34 42

71 63 59 51 35 43

72 64 60 52 36 44

73 65 61 53 37 45

74 66 62 54 38 46
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75 67 63 55 39 47

76 68 64 56 40 48

77 69 65 57 41 49

78 70 66 58 42 50

79 71 67 59 43 51

80 72 68 60 44 52

81 73 69 61 45 53

82 74 70 62 46 54

83 75 71 63 47 55

84 76 72 64 48 56

85 77 73 65 49 57

86 78 74 66 50 58

87 79 75 67 51 59

88 80 76 68 52 60

89 81 77 69 53 61

90 82 78 70 54 62

91 83 79 71 55 63

92 84 80 72 56 64

93 85 81 73 57 65

94 86 82 74 58 66

95 87 83 75 59 67

96 88 84 76 60 68

97 89 85 77 61 69

98 90 86 78 62 70

99 91 87 79 63 71

100 92 88 80 64 72

101 93 89 81 65 73

102 94 90 82 66 74

103 95 91 83 67 75

104 96 92 84 68 76

105 97 93 85 69 76

106 98 94 86 70 76

107 99 95 87 71 76

108 100 96 88 72 76

109 101 97 89 73 76

110 102 98 90 74 76

111 103 99 91 75 76

112 104 100 92 76 76

113 105 101 93 77 76
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114 102 94 78 76

115 103 95 79 76

116 104 96 80 76

117 105 97 81 76

118 106 98 82 76

119 107 99 83 76

120 108 100 84 76

121 109 101 85 76

122 110 102 86

123 111 103 87

124 112 104 88

125 113 105 89

126 114 106 90

127 115 107 91

128 116 108 92

129 117 109 93

130 118 110 94

131 119 111 95

132 120 112 96

133 121 113 97

134 114 98

135 115 99

136 116 100

137 117 101

138 118 102

139 119 103

140 120 104

141 121 105

142 122

143 123

144 124

145 125

146 126

147 127

148 128

149 129

備考  この表に示す職務の級以外の級については、切替を行わない。
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  横 浜 市 交 通 局 企 業 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る

規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者    

交 通 局 長   三   村   庄   一

交 通 局 規 程 第 ９ 号 （ 令 和 ８ 年 ３ 月 日 掲 示 済 ）

　 　 　 横 浜 市 交 通 局 企 業 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 程 の 一 部 を

　 　 　 改 正 す る 規 程

  横 浜 市 交 通 局 企 業 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 程 （ 平 成 年 ９ 月 交

通 局 規 程 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 ３ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

  （ 職 員 の 範 囲 ）

第 ３ 条   給 与 規 程 第 条 第 ３ 項 た だ し 書 に 規 定 す る 職 員 は 次 の と お

  り と す る 。

    身 体 障 害 者 福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和 年 厚 生 省 令 第 号 ） 別 表

    第 ５ 号 身 体 障 害 者 障 害 程 度 等 級 表 の １ 級 か ら ４ 級 ま で に 該 当 す

    る 障 害 を 有 す る 者 （ 以 下 「 身 体 障 害 者 」 と い う 。 ） で あ る 職 員

    管 理 者 が 別 に 定 め る 区 間 を 通 勤 で 利 用 す る 職 員

２   給 与 規 程 第 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 職 員 は 、 通 勤 の た め 新 幹 線 鉄

  道 等 の 特 別 急 行 列 車 そ の 他 の 交 通 機 関 等 （ 以 下 「 新 幹 線 鉄 道 等 」

  と い う 。 ） の 利 用 に よ り 通 勤 事 情 の 改 善 が 認 め ら れ る 職 員 で 、 か

  つ 、 そ の 新 幹 線 鉄 道 等 の 利 用 に 係 る 特 別 料 金 等 を 負 担 す る こ と を

  常 例 と す る 職 員 の う ち 次 に 掲 げ る 者 （ 新 幹 線 鉄 道 等 を 利 用 し な い

  で 通 勤 す る も の と し た 場 合 に お け る 通 勤 距 離 が キ ロ メ ー ト ル 以

  上 又 は 通 勤 時 間 が 分 以 上 で あ る 者 に 限 る 。 ） と す る 。

    配 偶 者 （ 届 出 を し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る

    者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 勤 務 場 所 を 異 に す る 異 動 又 は 勤 務 場

    所 の 移 転 （ 配 偶 者 が 職 員 で な い 場 合 に あ っ て は 、 こ れ ら に 相 当

    す る も の を 含 む 。 ） に 伴 い 、 配 偶 者 と 同 居 し て 満 歳 に 達 す る

    日 以 後 の 最 初 の ３ 月 日 ま で の 間 に あ る 子 を 養 育 す る た め 、 職

    員 及 び 配 偶 者 の 通 勤 を 考 慮 し た 地 域 の 住 居 に 転 居 し た 職 員 で 、

    当 該 転 居 後 の 住 居 （ 当 該 転 居 の 日 以 後 に 当 該 地 域 へ 転 居 す る 場

    合 に お け る 当 該 日 以 後 の 転 居 後 の 住 居 を 含 む 。 ） か ら 通 勤 す る

    者 （ 当 該 子 の 養 育 を 行 っ て い る 者 に 限 る 。 ）

    要 介 護 者 （ 横 浜 市 交 通 局 企 業 職 員 就 業 規 程 （ 平 成 年 ７ 月 交

    通 局 規 程 第 ８ 号 ） 第 条 第 １ 項 第 号 に 規 定 す る 要 介 護 者 を い

    う 。 以 下 同 じ 。 ） の 介 護 に 伴 い 、 当 該 要 介 護 者 の 住 居 又 は そ の

    近 隣 の 住 居 に 転 居 し た 職 員 で 、 当 該 転 居 後 の 住 居 （ 当 該 転 居 の

    日 以 後 に 当 該 要 介 護 者 の 住 居 又 は そ の 近 隣 の 住 居 を 転 居 す る 場

    合 に お け る 当 該 日 以 後 の 転 居 後 の 住 居 を 含 む 。 ） か ら 通 勤 す る

31

31

19

16

20

(１) 25 15

(２)

20

60

90

(１)

18

31

(２) 23

45 16
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    者 （ 当 該 要 介 護 者 の 介 護 を 行 っ て い る も の に 限 る 。 ）

  第 ４ 条 第 １ 項 中 「 運 賃 等 」 を 「 運 賃 又 は 料 金 （ 以 下 「 運 賃 等 」 と

い う 。 ） 」 に 、 「 55,000 円 」 を 「 150,000 円 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項

各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 身 体 障 害 者 福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和 年 厚 生

省 令 第 号 ） 別 表 第 ５ 号 身 体 障 害 者 障 害 程 度 等 級 表 の １ 級 か ら ４ 級

ま で に 該 当 す る 障 害 を 有 す る 職 員 」 を 「 身 体 障 害 者 で あ る 職 員 」 に

改 め 、 同 項 第 ３ 号 中 「 7,100 円 」 を 「 7,300 円 」 に 改 め 、 同 項 第 ４

号 中 「 10,000 円 」 を 「 10,400 円 」 に 改 め 、 同 項 第 ５ 号 中 「 12,900 円

」 を 「 13,500 円 」 に 改 め 、 同 項 第 ６ 号 中 「 15,800 円 」 を 「 16,600 円

」 に 改 め 、 同 項 第 ７ 号 中 「 18,700 円 」 を 「 19,700 円 」 に 改 め 、 同 項

第 ８ 号 中 「 21,600 円 」 を 「 22,800 円 」 に 改 め 、 同 項 第 ９ 号 中 「 24,4

円 」 を 「 25,900 円 」 に 改 め 、 同 項 第 号 中 「 26,200 円 」 を 「 29,1

円 」 に 改 め 、 同 項 第 号 中 「 28,000 円 」 を 「 32,300 円 」 に 改 め 、

同 項 第 号 中 「 29,800 円 」 を 「 35,500 円 」 に 改 め 、 同 項 第 号 中 「

31,600 円 」 を 「 38,700 円 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 第 １ 号 中 「 55,000 円

」 を 「 150,000 円 」 に 改 め 同 条 に 次 の ２ 項 を 加 え る 。

４   第 ３ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 新 幹 線 鉄 道 等 の 利 用 に 係 る 特 別 料 金 等

  と は 、 新 幹 線 鉄 道 等 の 利 用 に 係 る 運 賃 等 の 額 か ら 運 賃 等 相 当 額 の

  算 出 の 基 礎 と な る 運 賃 等 に 相 当 す る 額 を 減 じ た 額 を い う 。

５   第 ３ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 職 員 に 支 給 す る 通 勤 手 当 の 月 額 は 、 支

  給 単 位 期 間 に つ き 、 第 ５ 条 の ２ に 定 め る と こ ろ に よ り 算 出 し た そ

  の 者 の 支 給 単 位 期 間 の 通 勤 に 要 す る 特 別 料 金 等 （ 前 項 に 規 定 す る

  特 別 料 金 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 額 に 相 当 す る 額 （ 以 下 「 特 別

  料 金 等 相 当 額 」 と い う 。 ） を 当 該 支 給 単 位 期 間 の 月 数 で 除 し て 得

  た 額 （ 以 下 「 １ 箇 月 当 た り の 特 別 料 金 等 相 当 額 」 と い う 。 ） の 総

  額 及 び 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で の 規 定 に よ る 額 の 合 計 額 （ そ の 額 が

  150,000 円 を 超 え る と き は 、 150,000 円 ） と す る 。

  第 ５ 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。

  （ 特 別 料 金 等 相 当 額 の 算 出 の 基 準 ）

第 ５ 条 の ２   特 別 料 金 等 相 当 額 は 、 運 賃 、 時 間 、 距 離 等 の 事 情 に 照

  ら し 最 も 経 済 的 か つ 合 理 的 と 認 め ら れ る 新 幹 線 鉄 道 等 を 利 用 す る

  場 合 に お け る 通 勤 の 経 路 及 び 方 法 に よ り 算 出 す る も の と す る 。

２   前 条 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で の 規 定 は 、 特 別 料 金 等 相 当 額 の 算 出

  に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 の

  規 定 中 「 交 通 機 関 等 」 と あ る の は 「 新 幹 線 鉄 道 等 」 と 、 同 条 第 ３

  項 第 ２ 号 中 「 運 賃 等 」 と あ る の は 「 特 別 料 金 等 」 と 読 み 替 え る も

  の と す る 。

  第 条 中 第 １ 項 中 「 運 賃 等 相 当 額 」 の 次 に 「 若 し く は １ 箇 月 当 た

り の 特 別 料 金 等 相 当 額 」 を 加 え 、 「 55,000 円 を 超 え る と き は 、 55,0
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円 」 を 「 １ 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 及 び １ 箇 月 当 た り の 特 別 料

金 等 相 当 額 の 合 計 額 が 150,000 円 を 超 え る と き は 、 150,000 円 」 に

改 め 、 同 条 第 ２ 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 55,000 円 に 」 を 「 第 ４ 条

に 定 め る 額 に 基 づ き 算 出 し た 」 に 、 「 の 月 数 を 乗 じ て 得 た 額 」 を 「

に お け る 通 勤 手 当 の 総 額 」 に 改 め 、 同 項 第 １ 号 中 「 第 ４ 条 第 １ 項 に

定 め る 額 の 」 を 「 １ 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 の 総 額 又 は １ 箇 月 当

た り の 特 別 料 金 等 相 当 額 の 総 額 に よ り 」 に 、 「 、 １ 箇 月 当 た り の 運

賃 等 相 当 額 の 総 額 が 55,000 円 を 超 え る 」 を 「 で 、 当 該 通 勤 手 当 に 係

る 最 長 支 給 単 位 期 間 に お い て １ 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 の 総 額 及

び １ 箇 月 当 た り の 特 別 料 金 等 相 当 額 の 総 額 が 150,000 円 を 超 え る 月

が あ る 」 に 改 め 、 同 項 第 ２ 号 中 「 第 ４ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 定 め る

額 の 通 勤 手 当 を 支 給 さ れ る 場 合 」 を 「 １ 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額

の 総 額 又 は １ 箇 月 当 た り の 特 別 料 金 等 相 当 額 の 総 額 及 び 第 ４ 条 第 ２

項 に 定 め る 額 に よ り 通 勤 手 当 を 支 給 さ れ る 場 合 で 、 当 該 通 勤 手 当 に

係 る 最 長 支 給 単 位 期 間 」 に 、 「 総 額 及 び 同 項 に 定 め る 額 の 合 計 額 が

55,000 円 を 超 え る 」 を 「 総 額 、 １ 箇 月 当 た り の 特 別 料 金 等 相 当 額 の

総 額 及 び 同 項 に 定 め る 額 の 合 計 額 （ 以 下 「 １ 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相

当 額 等 」 と い う 。 ） が 150,000 円 を 超 え る 月 が あ る 」 に 改 め る 。

  第 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 （ １ 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 の 総 額 又

は 第 ７ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 職 員 に あ っ て は 、 １ 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相

当 額 の 総 額 及 び 第 ４ 条 第 ２ 項 に 定 め る 額 の 合 計 額 を い う 。 以 下 同 じ

。 ） が 55,000 円 以 下 で あ っ た 場 合 」 を 「 が 150,000 円 以 下 で あ っ た

場 合 （ 次 号 イ に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ） 」 に 、 「 55,000 円 を 」 を 「 1

50,000 円 を 」 に 、 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 改 め 、 「 通 用 期 間 に つ い

て 」 の 次 の 「 期 間 」 を 削 り 、 同 項 第 ２ 号 本 文 中 「 55,000 円 を 超 え て

い た 場 合 」 を 「 150,000 円 を 超 え て い た 場 合 （ 最 長 支 給 単 位 期 間 に

お い て １ 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 等 が 150,000 円 を 超 え る 月 が あ

っ た 場 合 を 含 む 。 ） 」 に 改 め 、 同 号 ア 中 「 55,000 円 」 を 「 150,000

円 」 に 改 め 、 同 号 イ 中 「 55,000 円 に 事 由 発 生 月 の 翌 月 か ら 最 長 支 給

単 位 期 間 に 係 る 最 後 の 月 ま で の 月 数 を 乗 じ て 得 た 額 」 を 「 最 長 支 給

単 位 期 間 に お け る 通 勤 手 当 の 総 額 の う ち 事 由 発 生 月 の 翌 月 か ら 最 長

支 給 単 位 期 間 に 係 る 最 後 の 月 ま で の 期 間 に お け る 通 勤 手 当 の 総 額 に

相 当 す る 額 」 に 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 改 め る 。

  第 条 第 １ 項 中 「 別 に 定 め る 様 式 」 を 「 通 勤 届 」 に 改 め る 。

      附   則

  こ の 規 程 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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  横 浜 市 交 通 局 企 業 職 員 の 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 に 関 す る 規 程 の 一

部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者    

交 通 局 長   三   村   庄   一

交 通 局 規 程 第 号 （ 令 和 ８ 年 ３ 月 日 掲 示 済 ）

　 　 　 横 浜 市 交 通 局 企 業 職 員 の 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 に 関 す る

　 　 　 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

  横 浜 市 交 通 局 企 業 職 員 の 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 に 関 す る 規 程 （ 平

成 年 ３ 月 交 通 局 規 程 第 ９ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 ８ 級 の 職 員 」 の 次 に 「 及 び 部 長 級 の 職 を

兼 ね る 職 務 の 級 ８ 級 の 職 員 」 を 、 「 ７ 級 の 職 員 」 の 次 に 「 及 び 課 長

級 の 職 を 兼 ね る 職 務 の 級 ７ 級 の 職 員 」 を 、 「 ６ 級 の 職 員 」 の 次 に 「

及 び 課 長 補 佐 職 を 兼 ね る 職 務 の 級 ６ 級 の 職 員 」 を 加 え 、 同 項 第 ２ 号

中 「 ７ 号 給 」 の 次 に 「 の 給 料 月 額 」 を 加 え る 。

  第 ３ 条 第 ２ 項 中 「 第 １ 号 か っ こ 書 の 」 を 「 の 管 理 者 が 」 に 改 め る

。

  第 ４ 条 を 削 り 、 第 ５ 条 中 「 第 ３ 条 及 び 前 条 」 を 「 前 条 第 １ 項 」 に

改 め 、 同 条 を 第 ４ 条 と し 、 第 ６ 条 を 第 ５ 条 と し 、 第 ７ 条 を 第 ６ 条 と

す る 。

  附 則 第 ２ 項 中 「 及 び 第 ４ 条 」 を 削 り 、 「 同 条 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま

で の 規 定 中 」 を 「 同 項 中 」 に 改 め る 。

      附   則

  こ の 規 程 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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  外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 横 浜 市 交 通 局 企 業 職 員

の 給 与 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者    

交 通 局 長   三   村   庄   一

交 通 局 規 程 第 号 （ 令 和 ８ 年 ３ 月 日 掲 示 済 ）

　 　 　 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 横 浜 市 交 通 局

　 　 　 企 業 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

  外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 横 浜 市 交 通 局 企 業 職 員

の 給 与 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 年 交 通 局 規 程 第 ４ 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

  第 ２ 条 第 ３ 項 中 「 （ 当 該 派 遣 職 員 が 派 遣 の 日 の 属 す る 月 の 初 日 か

ら 派 遣 先 の 機 関 の 所 在 す る 国 に 所 在 す る 大 使 館 に 勤 務 す る 外 務 公 務

員 （ 以 下 「 所 在 国 勤 務 の 外 務 公 務 員 」 と い う 。 ） で あ る と し た 場 合

に 在 外 公 館 の 名 称 及 び 位 置 並 び に 在 外 公 館 に 勤 務 す る 外 務 公 務 員 の

給 与 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 年 法 律 第 号 。 以 下 「 外 務 公 務 員 給 与 法

」 と い う 。 ） の 規 定 に よ り 配 偶 者 手 当 が 支 給 さ れ る こ と と な る 職 員

に つ い て は 、 配 偶 者 に 係 る 分 を 除 く 。 ） 」 を 削 り 、 「 所 在 国 勤 務 の

外 務 公 務 員 で あ る 」 を 「 派 遣 先 の 期 間 の 所 在 す る 国 に 所 在 す る 大 使

館 に 勤 務 す る 外 務 公 務 員 で あ る 」 に 、 「 外 務 公 務 員 給 与 法 の 」 を 「

在 外 公 館 の 名 称 及 び 位 置 並 び に 在 外 公 館 に 勤 務 す る 外 務 公 務 員 の 給

与 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） の 」 に 改 め る 。

      附   則

  （ 施 行 期 日 ）

１   こ の 規 程 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

  （ 令 和 ９ 年 ４ 月 １ 日 ま で の 間 に お け る 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関

  等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 給 与 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２   こ の 規 程 の 施 行 日 か ら 令 和 ９ 年 ４ 月 １ 日 ま で の 間 に お け る こ の

  規 程 に よ る 改 正 後 の 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 横

  浜 市 交 通 局 企 業 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 第 ２ 条 の 規 定 の 適 用 に つ

  い て は 、 同 条 第 ３ 項 中 「 及 び 扶 養 手 当 」 と あ る の は 、 「 及 び 扶 養

  手 当 （ 当 該 一 般 の 派 遣 職 員 が 派 遣 の 日 の 属 す る 月 の 初 日 か ら 派 遣

  先 の 機 関 の 所 在 す る 国 に 所 在 す る 大 使 館 に 勤 務 す る 外 務 公 務 員 で

  あ る と し た 場 合 に 在 外 公 館 の 名 称 及 び 位 置 並 び に 在 外 公 館 に 勤 務

  す る 外 務 公 務 員 の 給 与 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） の 規

  定 に よ り 配 偶 者 手 当 が 支 給 さ れ る こ と と な る 職 員 に つ い て は 、 配

  偶 者 に 係 る 分 を 除 く 。 ） 」 と す る 。
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交 通 局 公 告 第 ２ 号

　 　 　 職 員 の 懲 戒 処 分

  地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 年 法 律 第 261 号 ） 第 条 第 １ 項 第 １ 号 、 第

２ 号 及 び 第 ３ 号 の 規 定 に よ り 、 次 の 者 を 令 和 ８ 年 ３ 月 日 懲 戒 処 分

に 付 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者    

交 通 局 長   三   村   庄   一

所 属 又 は 補 職 職   名 氏   名 処 分 の 内 容

自 動 車 本 部 本

牧 営 業 所

運 輸 職 員 徳   永   博   繁 停 職 ６ 箇 月

高 速 鉄 道 本 部

新 羽 乗 務 管 理

所

運 輸 職 員 広   江   航   大 停 職 ６ 箇 月

高 速 鉄 道 本 部

上 永 谷 乗 務 管

理 所 長

事 務 職 員 石   津   昌   一 停 職 １ 箇 月

高 速 鉄 道 本 部

新 羽 乗 務 管 理

所

運 輸 職 員 日 下 部   龍   飛 減 給 １ 号

高 速 鉄 道 本 部

上 永 谷 乗 務 管

理 所

運 輸 事 務 職

員

石   井   賢   一 減 給 ５ 号

高 速 鉄 道 本 部

上 永 谷 乗 務 管

理 所

運 輸 事 務 職

員

鈴   木   真 一 郎 減 給 ５ 号

自 動 車 本 部 本

牧 営 業 所

運 輸 職 員 中   村   和   紀 戒 告

自 動 車 本 部 本

牧 営 業 所

運 輸 職 員 水   野       駿 戒 告
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教 育 委 員 会

　

  横 浜 市 教 育 委 員 会 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る

条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 教 育 委 員 会

横 浜 市 教 育 委 員 会 規 則 第 ４ 号

　 　 　 横 浜 市 教 育 委 員 会 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等

　 　 　 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

  横 浜 市 教 育 委 員 会 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る

条 例 施 行 規 則 （ 平 成 年 ３ 月 横 浜 市 教 育 委 員 会 規 則 第 ９ 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 ７ 条 第 ２ 項 を 削 り 、 同 条 第 ３ 項 中 「 措 置 と 」 を 「 事 項 に 係 る 情

報 に 電 子 署 名 を 行 い 、 当 該 電 子 署 名 に 係 る 電 子 証 明 書 と 併 せ て 同 項

に 規 定 す る フ ァ イ ル に 記 録 す る こ と と 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ２ 項

と す る 。

      附   則

  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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正 誤

　

　

  令 和 ８ 年 号 外 第 ５   229 ペ ー ジ 行 目 の 「 横 浜 市 規 則 第 号 」 は

「 横 浜 市 規 則 第 号 」 の 誤 り 。

  令 和 ８ 年 定 期 第 227 号 １ ペ ー ジ 中 「 資 源 循 環 局 街 の 美 化 推 進 課 」

は 「 資 源 循 環 局 喫 煙 対 策 ・ 美 化 推 進 課 」 の 誤 り 。

  令 和 ８ 年 定 期 第 227 号 ペ ー ジ の 別 図 は 次 の 図 の 誤 り 。

10 19

20

30

125

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日



126

横浜市報　定期第228号　令和８年４月15日




